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中
国
研
究
集
刊 

號
号
（
総
五
十
六
号
）
平
成
二
十
五
年
六
月　

一
四
六
︱
一
六
六
頁

章
炳
麟
「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
歴
史
的
位
置

小
林
　
武

問
題
の
所
在

　
「
五
朝
法
律
索
隠
」（
一
九
〇
八
）
は
、
章
炳
麟
（
一
八
六
九
～

一
九
三
六
、
号　

太
炎　

以
下
太
炎
と
略
称
）
が
中
国
法
を
具
体

的
に
批
評
し
た
論
文
で
あ
る
。
彼
は
、
従
来
、
主
と
し
て
学
術
思

想
や
政
治
思
想
の
方
面
が
研
究
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
政
治
思

想
が
考
察
さ
れ
た
場
合
で
も
、
法
律
に
対
す
る
見
方
が
検
討
さ
れ

る
こ
と
は
少
な
く
、
清
末
に
お
け
る
近
代
法
の
導
入
と
の
関
連
で

論
じ
ら
れ
る
こ
と
も
稀
で
あ
っ
た
。
彼
が
法
制
を
論
じ
た
こ
と

に
、
ほ
と
ん
ど
関
心
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。
し
か
し

彼
に
は
、
清
朝
の
近
代
法
の
導
入
に
触
発
さ
れ
て
、
中
国
法
と
中

国
社
会
の
問
題
を
具
体
的
に
省
察
し
た
「
五
朝
法
律
索
隠
」
が
あ

る
。

　

私
は
前
稿
で
、
清
朝
の
「
憲
法
大
綱
」
に
対
す
る
太
炎
の
批
判

を
考
察
し
た（

1
）。

彼
は
、
清
朝
支
配
に
は
正
当
性
が
な
く
、
光

緒
帝
と
西
太
后
の
二
重
権
力
状
態
が
政
治
の
迷
走
を
生
み
、
構
想

さ
れ
た
議
院
に
は
立
法
権
が
な
い
と
批
判
し
た
が
、
そ
の
根
柢
に

は
一
つ
の
認
識
が
あ
っ
た
。
日
本
と
中
国
と
の
間
に
は
、
越
え
が

た
い
歴
史
的
段
階
の
違
い
が
存
し
文
化
上
の
差
異
が
あ
る
。
そ
れ

を
軽
視
し
て
近
代
法
を
導
入
し
て
も
、
表
面
的
な
模
倣
に
お
わ

る
、
と
見
て
い
た
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
伝
統
的
法
制
で
十
分
だ

と
言
う
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
彼
は
中
国
法
を
批
判
的
な
眼
で
捉

え
直
す
作
業
が
必
要
だ
と
考
え
た
。
そ
の
具
体
的
な
中
国
法
の
評

価
作
業
が
、「
五
朝
法
律
索
隠
」
で
な
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

太
炎
は
、
五
朝
の
法
を
①
「
重
生
命
」、
②
「
恤
無
告
」、
③

「
平
吏
民
」、
④
「
抑
富
人
」
の
四
点
で
高
く
評
価
し
た
。
中
国
法

を
近
代
化
す
る
に
は
、
近
代
法
を
た
ん
に
模
倣
せ
ず
、
ま
た
民
衆
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に
と
っ
て
苛
酷
な
唐
律
を
基
準
に
も
せ
ず
、
公
平
に
法
が
運
用
さ

れ
る
五
朝
の
法
を
評
価
す
る
の
が
よ
い
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。

そ
の
場
合
、
彼
は
具
体
的
な
事
例
を
挙
げ
て
論
じ
た
。
法
制
を
具

体
的
に
論
じ
る
こ
と
は
、
清
末
の
思
想
家
と
し
て
は
稀
で
あ
ろ

う
。「
五
朝
法
律
索
隠
」
を
考
察
す
れ
ば
、
法
制
の
議
論
が
太
炎

思
想
の
中
で
い
か
な
る
意
味
を
持
つ
の
か
が
明
ら
か
に
な
り
、
清

末
に
お
け
る
法
制
史
研
究
の
一
端
も
分
か
る
だ
ろ
う
。
本
稿
は
、

「
五
朝
法
律
索
隠
」
に
見
え
る
評
価
作
業
の
歴
史
的
位
置
を
明
ら

か
に
す
る
こ
と
が
狙
い
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
、
太
炎
の
法
律
思
想
に
つ
い
て
の
考
察
は
余
り

な
い
が
、
か
つ
て
儒
法
闘
争
史
観
か
ら
な
さ
れ
た
も
の
が
あ
っ

た（
2
）。

思
う
に
、
彼
が
儒
家
か
法
家
か
と
い
う
区
分
は
、
先
秦

思
想
史
に
は
有
効
で
あ
っ
て
も
、
清
末
思
想
史
に
お
い
て
用
い
ら

れ
る
か
ど
う
か
。
儒
家
か
法
家
か
と
い
う
区
分
は
、
秦
漢
以
降
に

適
用
す
る
に
は
、
問
題
が
残
る
の
で
あ
る
。
儒
教
が
法
家
を
取
り

込
み
、
中
国
法
が
儒
家
化
し
て
き
た
か
ら
で
あ
る（

3
）。「

五
朝
法

律
索
隠
」
は
、
清
朝
に
よ
る
近
代
法
の
導
入
を
歴
史
的
背
景
に
し

て
、
中
国
法
の
性
格
を
見
定
め
た
上
で
、
中
国
法
の
可
能
性
を
探

ろ
う
と
し
た
労
作
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
的
背
景
を
軽
視
し
て
、
太

炎
を
儒
家
か
法
家
か
に
区
分
し
て
も
、
そ
の
議
論
を
十
分
に
明
ら

か
に
し
た
と
は
言
え
ま
い
。
そ
の
上
、
彼
は
早
く
か
ら
法
に
つ
い

て
思
索
し
て
い
た
。
例
え
ば
『
訄
書
』
初
刻
本
（
一
九
〇
〇
）
と

重
訂
本
（
一
九
〇
四
）
に
「
儒
法
」
篇
が
あ
り
、
禮
と
法
の
相
補

性
と
い
う
中
国
法
の
性
格
に
つ
い
て
論
じ
た
が
、『
検
論
』（
一
九

一
四
）
で
は
「
原
法
」
篇
と
改
題
さ
れ
、
内
容
が
修
訂
さ
れ
て
い

る
（
別
稿
）。
法
の
見
方
が
変
化
し
て
い
る
と
き
、
儒
家
か
法
家

の
い
ず
れ
か
に
区
分
し
て
も
、
非
歴
史
的
で
あ
ろ
う
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
研
究
状
況
の
中
で
、
張
晋
藩
氏
に
は
関
係
の

論
考
が
あ
る（

4
）。

氏
は
、
太
炎
の
法
律
思
想
は
や
や
複
雑
で
あ

り
、
資
産
階
級
革
命
派
の
立
場
か
ら
資
産
階
級
の
法
律
原
則
に
賛

成
す
る
と
同
時
に
、
中
国
の
封
建
的
法
律
を
肯
定
し
た
、
と
評
し

た
。
氏
が
太
炎
の
法
律
思
想
が
複
雑
だ
と
言
う
の
は
、
太
炎
の
中

に
近
代
的
な
も
の
と
封
建
的
な
も
の
と
の
、
い
わ
ゆ
る
ア
マ
ル
ガ

ム
を
見
い
だ
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
中
国
近
代
に
あ
っ
て
は
、
儒

教
的
教
養
を
も
っ
た
士
人
階
級
の
一
部
が
西
洋
近
代
思
想
の
紹
介

者
で
も
あ
り（

5
）、

西
洋
の
よ
う
に
資
産
階
級
が
封
建
階
級
と
対

立
す
る
構
図
で
は
な
い
か
ら
、
清
末
の
大
抵
の
思
想
家
に
、
い
わ

ゆ
る
封
建
的
な
滓
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
伝
統
的
教
養
が

あ
る
と
、
単
純
に
封
建
的
と
断
じ
ら
れ
易
い
か
ら
だ
。
こ
う
し
た

見
方
だ
と
、
封
建
的
な
も
の
と
近
代
的
な
も
の
と
は
混
在
す
る
こ

と
に
な
り
、
近
代
的
か
封
建
的
か
は
、
所
詮
程
度
の
差
で
し
か
な

い
。
ア
マ
ル
ガ
ム
の
点
か
ら
思
想
評
価
を
試
み
て
も
、
や
は
り
歴

史
的
考
察
と
し
て
は
不
十
分
で
あ
る
。
先
ず
い
わ
ゆ
る
封
建
的
な

も
の
が
近
代
的
な
も
の
と
相
克
す
る
思
想
的
格
闘
の
諸
相
を
考
察

（ 147 ）



す
る
こ
と
が
必
要
だ
か
ら
だ
。
ま
た
氏
は
、
太
炎
が
五
朝
の
法
は

「
信
美
」
だ
と
し
た
点
に
つ
い
て
反
論
し
た
。
五
朝
は
封
建
地
主

階
級
の
支
配
を
維
持
し
強
固
に
し
よ
う
と
し
て
、
矛
盾
を
緩
和
す

る
た
め
に
、
刑
罰
を
緩
や
か
に
し
た
。
そ
の
法
は
「
信
美
」
で
は

な
い
。
太
炎
の
法
律
思
想
に
は
復
古
主
義
の
塵
垢
が
つ
い
て
い

る
、
と
。
本
稿
で
は
検
討
で
き
な
い
が
、「
五
朝
法
律
索
隠
」
の

特
徴
は
、
主
と
し
て
中
国
法
が
官
僚
に
法
的
特
権
を
認
め
て
い
る

こ
と
、
及
び
儒
教
的
な
尊
卑
長
幼
関
係
に
よ
っ
て
法
運
用
が
異
な

る
こ
と
を
批
判
し
、
富
者
の
抑
制
を
説
い
た
こ
と
に
あ
る
（
別

稿
）。
太
炎
の
議
論
は
、
封
建
地
主
階
級
の
擁
護
で
も
儒
教
的
な

抑
商
論
で
も
な
い
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
は
、「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
歴
史
的
位
置
を
明
ら

か
に
す
る
た
め
に
、
ま
ず
「
五
朝
法
律
索
隠
」
が
清
朝
に
よ
る
近

代
法
導
入
に
触
発
さ
れ
た
こ
と
を
検
討
す
る
（
第
一
節
）。
次
に
、

太
炎
の
中
国
法
評
価
の
視
点
を
考
察
し
（
第
二
節
）、
最
後
に

「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
清
末
に
お
け
る
中
国
法
制
史
研
究
の
中
で

の
位
置
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
し
た
い
（
第
三
節
）。

一　
「
五
朝
法
律
索
隠
」
と
近
代
法
の
導
入

　
「
五
朝
法
律
索
隠
」
は
、『
民
報
』
二
三
号
（
一
九
〇
八
年
八
月

一
〇
日
）
に
掲
載
さ
れ
た
（『
太
炎
文
録
』
初
編
巻
一
再
録
の
テ

キ
ス
ト
は
、『
民
報
』
原
載
テ
キ
ス
ト
が
修
改
さ
れ
て
字
句
の
異

同
が
あ
る
。
以
下
『
太
炎
文
録
』
本
、『
民
報
』
原
載
本
と
呼
ぶ

が
、
以
下
の
引
用
は
『
民
報
』
原
載
本
に
基
づ
く
）。
本
論
の
発

表
は
、「
欽
定
憲
法
大
綱
」
の
公
布
（
一
九
〇
八
年
八
月
二
七
日
）

の
直
前
で
あ
る
。
こ
の
歴
史
的
背
景
を
見
て
み
る
と
、
清
朝
主
導

の
法
律
修
訂
作
業
は
、
新
政
の
上
諭
（
一
九
〇
一
年
一
月
二
九

日
）
に
始
ま
っ
た
。
一
九
〇
二
年
五
月
、
沈
家
本
と
伍
廷
芳
に
現

行
律
令
改
定
の
命
が
下
り
、
一
九
〇
四
年
四
月
に
修
訂
法
律
館
が

設
置
さ
れ
た
。
翌
一
九
〇
五
年
四
月
、
清
朝
は
死
罪
か
ら
凌
遅
・

梟
首
・
戮
死
の
酷
刑
を
除
い
て
、
拷
問
（
刑
訊
）
を
禁
止
し
た
。

刑
律
修
訂
の
動
き
は
日
露
戦
争
後
に
本
格
化
し
、
一
九
〇
六
年
、

岡
田
朝
太
郎
が
顧
問
と
し
て
招
聘
さ
れ
、
一
九
〇
七
年
、
新
し
い

刑
律
草
案
が
で
き
あ
が
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
岡
田
が
関
与
し
た
刑

律
草
案
は
、
礼
教
を
乱
す
と
い
う
反
撃
に
遭
っ
た（

1
）。

張
之
洞

や
労
乃
宣
ら
が
、
刑
律
修
訂
作
業
は
西
洋
近
代
的
法
理
に
則
し
て

進
め
ら
れ
、
礼
を
踏
ま
え
て
い
な
い
と
批
判
し
た
の
で
あ
る
。
こ

う
し
た
一
連
の
動
向
が
太
炎
に
法
の
考
察
を
促
し
た
。

　

そ
も
そ
も
法
は
礼
と
と
も
に
集
団
を
秩
序
づ
け
る
規
範
だ
が
、

そ
の
逸
脱
や
違
反
に
対
し
て
、
礼
は
嘲
笑
や
譴
責
と
い
っ
た
社
会

的
制
裁
を
行
い
、
一
方
、
法
は
制
度
的
な
力
に
よ
っ
て
処
罰
す

る
。
も
と
も
と
中
国
法
は
、
家
族
や
社
会
の
尊
卑
貴
賤
な
ど
の
身

分
関
係
を
濃
厚
に
反
映
さ
せ
て
い
る（

2
）。

同
じ
殺
人
で
も
、
謀

（ 148 ）



殺
や
故
殺
な
ど
犯
罪
の
実
情
に
よ
っ
て
違
う
ば
か
り
で
は
な
く
、

身
分
関
係
に
よ
っ
て
処
罰
が
異
な
る
の
で
あ
る
。
こ
う
で
あ
れ

ば
、
中
国
法
の
考
察
は
、
否
応
な
く
現
行
制
度
の
在
り
方
を
見
直

す
契
機
と
な
る
。
太
炎
は
清
朝
を
打
倒
し
て
新
し
い
社
会
を
構
想

し
よ
う
と
す
る
か
ら
、
尚
更
で
あ
ろ
う
。

　

そ
の
上
、
彼
は
法
に
つ
い
て
早
く
か
ら
思
索
し
て
い
た
。
例
え

ば
『
実
学
報
』
に
載
っ
た
「
儒
法
」
篇
で
は
、
道
が
根
本
で
法
が

末
で
あ
る
と
か
、
儒
家
は
法
を
斥
け
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
述
べ

て
い
る（

3
）。

こ
れ
は
儒
家
と
法
家
の
関
係
に
つ
い
て
の
議
論
だ

が
、
見
方
を
変
え
る
と
、
中
国
法
の
性
格
で
あ
る
礼
と
法
の
相
補

性（
4
）を

論
じ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
「
儒
法
」
篇
は
、『
訄
書
』

初
刻
本
と
重
訂
本
で
さ
ら
に
書
き
継
が
れ
て
ゆ
き
、『
検
論
』
で

は
「
原
法
」
篇
と
改
称
さ
れ
、
内
容
も
大
き
く
変
わ
っ
た

（
5
）。

ま
た
『
訄
書
』「
定
律
」
篇
で
は
、
中
国
法
の
患
害
は
、
重
罰
性

よ
り
も
、
小
さ
な
罪
で
も
死
罪
に
な
る
罪
刑
の
不
一
致
に
あ
る
と

指
摘
し
て
い
る（

6
）。「

五
朝
法
律
索
隠
」
も
、
彼
の
こ
う
し
た
法

へ
の
関
心
が
発
露
し
た
も
の
あ
る
が
、
清
朝
に
よ
る
近
代
法
の
導

入
と
い
う
事
態
に
触
発
さ
れ
て
い
た
。
見
て
み
よ
う
。

　

ま
ず
「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
言
う
「
五
朝
」
と
は
、
魏
よ
り
南

朝
梁
ま
で
を
指
す（

7
）。「

索
隠
」
と
は
、
錯
綜
し
た
事
象
の
中
か

ら
隠
れ
た
道
理
を
探
り
出
す
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
語
は
、『
周
易
』

繫
辞
上
伝
に
見
え
、
他
に
も
「
官
制
索
隠
」（
一
九
〇
七
年
、『
民

報
』
十
四
号
。『
太
炎
文
録
』
巻
一
）
の
よ
う
に
用
い
ら
れ
て
い

る
。「
五
朝
法
律
索
隠
」
で
、
彼
は
近
代
法
の
皮
相
な
導
入
を
批

判
し
、
五
朝
の
法
の
中
か
ら
汲
む
べ
き
可
能
性
を
探
ろ
う
と
し

た
。
な
ぜ
五
朝
の
法
で
あ
っ
て
、
唐
律
な
ど
で
は
な
い
の
か
。
先

ず
近
代
法
の
導
入
に
つ
い
て
の
見
方
か
ら
見
て
い
こ
う
。

「
季
世
の
士
人
は
、
虚
し
く
法
理
を
張
り
、
旧
律
は
則
ち
以

て
意
に
属
せ
ず
し
て
、
欧
美
に
自
ず
か
ら
法
令
あ
れ
ば
、
因

り
て
之
を
摭ひ

ろ

ふ
可
し
と
以お

も為
ふ
。
満
洲
政
府　

律
例
館
を
設

け
て
、
亦
た
汲
汲
と
し
て
刑
法
を
改
め
、
迹
を
西
方
に
比
べ

ん
と
欲
す
。
其
の
意
を
原た

ず

ぬ
れ
ば
、
罰
を
明
ら
か
に
し
て
法

を
飭た

だ

し
、
以
て
民
の
命
を
全
く
し
、
奸
宄
を
懲
ら
し
む
る
為

に
は
非
ず
。
徒
だ
治
外
法
権
を
収
回
せ
ん
と
欲
す
る
の
み
な

れ
ば
、
則
ち
一
切
是
非
を
問
は
ず
、
惟
だ
泰
西
に
屈
就
す
る

を
以
て
急
と
為
す
。　
（
末
代
の
士
人
は
、
内
容
も
な
い
の

に
法
理
を
主
張
し
、
伝
統
的
な
律
に
は
関
心
を
持
た
ず
、
欧

米
に
は
法
律
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
に
依
拠
し
よ
う
と
考
え

る
。
満
洲
政
府
は
律
例
館
を
開
設
し
て
、
汲
汲
と
し
て
刑
法

を
改
定
し
て
西
洋
に
肩
を
並
べ
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
意

図
を
探
る
と
、
刑
罰
を
明
確
に
し
て
法
律
を
正
し
民
衆
の
生

命
を
守
っ
て
、
悪
を
懲
ら
し
め
る
た
め
で
は
な
い
。
単
に
治

外
法
権
を
回
収
し
た
い
と
思
う
に
す
ぎ
な
い
か
ら
、
一
切
是
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非
も
問
わ
ず
、
た
だ
西
洋
に
屈
従
す
る
こ
と
だ
け
急
い
で
い

る
）」（

8
）

　

こ
こ
で
「
律
例
館
を
設
け
て
云
々
」
と
い
う
の
は
、
清
朝
が
修

訂
法
律
館
を
一
九
〇
四
年
五
月
一
五
日
（
光
緒
三
十
年
四
月
一

日
）
に
開
設
し
、
刑
律
の
修
訂
を
目
指
し
た
こ
と
を
指
す（

9
）。

太
炎
は
、
清
朝
の
近
代
法
導
入
の
意
図
が
領
事
裁
判
権
の
撤
廃
と

い
う
外
発
的
理
由
に
あ
り
、
民
衆
の
生
命
を
守
り
正
義
を
実
現
す

る
こ
と
に
は
な
い
と
考
え
た
。
外
交
上
の
取
引
材
料
云
々
と
は
、

英
米
や
日
本
な
ど
が
法
律
の
近
代
化
を
領
事
裁
判
権
返
還
の
条
件

に
求
め
た
こ
と
で
あ
り（
10
）、

そ
れ
が
法
律
修
訂
の
動
因
に
な
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
「
五
朝
法
律
索
隠
」
は
中
国
法
に
対
す
る
批

判
的
評
価
の
形
を
と
っ
て
、
法
の
問
題
を
よ
り
具
体
的
に
議
論
し

た
。
そ
れ
は
次
の
理
由
か
ら
で
あ
る
。（
1
）
法
律
修
訂
を
外
交

上
の
取
引
材
料
に
し
て
は
な
ら
な
い
。（
2
）
現
在
進
行
中
の
法

律
修
訂
作
業
で
は
、
中
国
法
に
つ
い
て
の
批
判
的
評
価
が
十
分
で

は
な
い
、
の
二
つ
で
あ
る
。

　

太
炎
は
、「
五
朝
法
律
索
隠
」
冒
頭
部
分
の
後
段
で
、「
法
律
と

は
、
其
の
俗
に
因
り
て
こ
れ
を
為
り
、
約
定
ま
り
て
俗
成
る
。
是

に
於
て
是
非
の
剤
あ
り
。
故
に
法
を
作
る
者
は
、
当
に
是
非
を
問

ふ
べ
し
。
当
に
利
害
を
問
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
述
べ
た（
11
）。『

荀
子
』

正
名
篇
の
言
う
よ
う
に
、
そ
の
土
地
の
規
範
が
出
来
て
風
俗
が
形

成
さ
れ
る
の
で
、
法
律
の
基
礎
に
は
そ
の
地
域
の
風
俗
慣
習
が
あ

る
。
そ
れ
故
、
法
律
制
定
に
当
た
っ
て
は
、
風
俗
習
慣
を
見
た
上

で
是
非
の
基
準
を
定
め
る
べ
き
だ
と
考
え
て
い
た
の
だ
。
辛
亥
後

に
な
っ
て
も
、
こ
の
見
方
は
変
わ
ら
ず
、「
法
律
は
も
と
習
慣
に

依
り
て
生
ず
」
と
説
き
、
革
命
後
の
法
律
制
定
に
つ
い
て
意
見
を

述
べ
て
い
る（
12
）。

地
域
の
風
俗
が
基
礎
に
あ
る
と
言
う
の
は
、

法
治
が
地
域
の
人
情
と
密
接
に
関
わ
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る（
13
）。

こ
の
よ
う
に
考
え
る
か
ら
、
風
俗
習
慣
を
軽
視
し
て
、
た
ん
に
近

代
法
を
模
倣
し
外
交
上
の
取
引
材
料
に
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い

こ
と
に
な
る
。
も
っ
と
も
、
清
朝
は
法
律
修
訂
作
業
に
当
た
っ

て
、
人
情
を
具
体
的
に
知
る
必
要
か
ら
、
民
事
商
事
の
慣
行
調
査

を
行
お
う
と
し
て
い
た
こ
と
も
事
実
で
あ
る（
14
）。

　

と
も
あ
れ
、
太
炎
か
ら
す
れ
ば
、
法
律
修
訂
は
法
の
妥
当
性
を

基
準
に
な
さ
れ
る
べ
き
で
、
外
交
交
渉
と
い
う
他
律
的
動
機
か
ら

な
さ
れ
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。「
法
を
作
る
者
は
、
当
に
是
非

を
問
ふ
べ
し
。
当
に
利
害
を
問
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
は（
15
）、

こ
の

意
味
で
あ
る
。

　

太
炎
が
「
利
害
を
問
ふ
べ
か
ら
ず
」
と
批
判
し
た
理
由
は
、
他

に
も
う
一
つ
あ
る
。
そ
れ
は
修
訂
作
業
に
携
わ
る
士
人
の
功
利
的

動
機
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
。
士
人
の
功
利
性
に
つ
い
て
、
彼
は

「
馬
良
請
速
開
国
会
」（
一
九
〇
八
）
に
お
い
て
、
立
憲
運
動
に
携

わ
る
士
人
や
留
学
生
の
功
利
的
動
機
に
言
及
し
た（
16
）。

修
訂
作
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業
に
携
わ
る
こ
と
に
よ
っ
て
地
位
や
財
貨
を
手
に
入
れ
て
い
る
者

が
い
る
、
と
批
判
す
る
の
で
あ
る
。
太
炎
は
反
功
利
主
義
的
立
場

に
立
つ
か
ら
、
士
人
の
功
利
性
に
は
き
わ
め
て
敏
感
で
あ
る（
17
）。

法
律
修
訂
作
業
は
、
功
利
的
に
行
っ
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

こ
れ
ら
二
点
に
つ
い
て
、
彼
は
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
今
改
律
を
も
っ
て
外
交
の
具
と
為
す
。
其
の
律
は
尚
ほ
説

く
可
き
や
。
満
洲
政
府
は
論
ず
る
に
足
る
な
し
。
士
人
の
西

方
の
法
令
に
酔
ふ
者
は
、
直た

だ
に
是
非
を
問
は
ざ
る
の
み
に

非
ず
、
ま
た
利
害
を
問
ふ
に
暇
あ
ら
ず
、
直た

だ
時
に
殉し

た
がひ

詭

遇
す
る
の
み
な
る
を
以
て
、
斯
ち
其
の
見
は
又
た
満
洲
政
府

の
下
に
在
り
。　
（
法
律
修
訂
は
今
や
外
交
上
の
〔
西
洋
諸

国
と
の
〕
取
引
材
料
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
そ
ん
な
法
律
は

説
く
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
満
洲
政
府
は
言
う
に
足
り

な
い
が
、
西
洋
の
法
律
に
耽
溺
し
た
知
識
人
は
、
た
ん
に
是

非
を
問
わ
な
い
ば
か
り
か
、
利
害
を
問
う
暇
も
な
く
、
ひ
た

す
ら
時
流
に
迎
合
し
て
財
産
や
地
位
を
手
に
入
れ
て
い
る
だ

け
だ
か
ら
、
彼
ら
の
見
方
は
満
洲
政
府
以
下
で
あ
る
。）」（
18
）

　

修
訂
作
業
は
、
外
交
上
の
取
引
材
料
に
し
た
り
関
係
者
の
功
利

的
動
機
に
基
づ
い
て
な
さ
れ
て
は
な
ら
ず
、
法
の
妥
当
性
を
基
準

に
据
え
る
べ
き
な
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
中
国
に
と
っ
て
妥
当
な
法
制
を
考
え
る
時
、
中
国
法
は

い
か
に
評
価
す
れ
ば
よ
い
の
か
。

二　

中
国
法
評
価
の
あ
り
方

　

ま
ず
太
炎
の
五
朝
の
法
に
対
す
る
評
価
を
見
て
お
こ
う
。
彼

は
、
五
朝
の
法
を
「
寛
平
少
過
」（『
太
炎
文
録
』
本
だ
と
「
寛
平

無
害
」）
だ
と
指
摘
し
、
次
の
四
点
を
「
信
美
」
な
る
も
の
と
し

て
挙
げ
た
。
す
な
わ
ち
、
①
「
重
生
命
」、
②
「
恤
無
告
」、
③

「
平
吏
民
」、
④
「
抑
富
人
」
で
あ
る（

1
）。

①
と
②
に
は
近
代
的

な
と
こ
ろ
が
あ
り
、
③
は
中
国
法
の
基
本
的
性
格
に
対
す
る
彼
の

批
判
で
あ
る
。
そ
し
て
、
④
は
太
炎
の
反
功
利
主
義
の
立
場
か
ら

の
帰
結
で
、
彼
独
特
の
主
張
で
あ
る
。
①
か
ら
④
に
つ
い
て
は
、

別
稿
で
具
体
的
に
検
討
す
る
が
、
こ
れ
ら
の
基
準
か
ら
中
国
法
は

評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
先
ず
、
彼
は
な
ぜ
上
の
よ
う
な
基
準
を
据
え
た
の
か
。

見
て
み
よ
う
。「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
冒
頭
、
太
炎
は
中
国
法
に

つ
い
て
次
の
よ
う
に
言
う
。
中
国
で
刑
法
が
重
視
さ
れ
た
の
は
、

命
令
し
て
も
必
ず
し
も
行
わ
れ
な
か
っ
た
り
、
戒
め
て
も
必
ず
し

も
止
ま
な
か
っ
た
か
ら
だ
。『
荀
子
』
は
、「
刑
名
は
商
に
従
ひ
、

爵
名
は
周
に
従
ひ
、
文
名
は
礼
に
従
ふ
」（
正
名
篇
）
と
述
べ
、

「
散
名
」
に
つ
い
て
第
次
し
た
。「
爵
名
」
は
大
体
『
周
礼
』
に
見

（ 151 ）



え
る
が
、「
刑
名
」
は
そ
こ
に
は
な
い
、
と
。「
散
名
」
と
は
一
般

名
詞
を
指
し
、『
荀
子
』
は
人
間
に
関
わ
る
も
の
と
し
て
、「
性
」

「
情
」「
慮
」「
偽
」
な
ど
十
四
に
つ
い
て
解
説
し
た
。「
爵
名
」
と

は
、
五
等
爵
や
三
百
六
十
の
官
名
の
こ
と
で
あ
る
。「
文
名
」
と

は
、
文
明
的
な
威
儀
の
こ
と
で
あ
る
。
清
の
王
先
謙
は
「
刑
名
従

商
」
句
に
つ
い
て
、「
商
之
刑
法
未
聞
。
康
誥
曰
殷
罰
有
倫
。
是

亦
言
殷
刑
之
允
当
也
」
と
注
し
た（

2
）。

殷
の
「
刑
名
」
は
、
具

体
的
に
は
不
明
な
の
で
あ
る
。

　

そ
し
て
続
け
て
、
太
炎
は
言
う
。
戦
国
時
代
、
魏
の
李
悝
は

『
法
経
』
を
著
し
て
具
律
一
篇
を
作
り
、
後
の
刑
名
律
の
元
と

な
っ
た
。
三
国
時
代
、
魏
の
陳
郡
に
『
魏
法
』
が
あ
る
。
そ
の
序

略
は
、「
罪
例
を
集
め
て
刑
名
と
し
、〔『
法
経
』
六
篇
と
違
っ
て
〕

そ
れ
を
篇
首
に
冠
す
る
こ
と
に
な
っ
た
」
理
由
に
つ
い
て
述
べ
て

い
る
。
晋
の
杜
預
に
も
『
刑
名
法
例
』
の
一
書
が
あ
っ
た
。
晋
の

張
裴
は
律
に
注
を
つ
け
、「
刑
名
は
、
罪
法
の
軽
重
を
経
略
し
、

加
減
の
等
差
を
正
し
、
衆
篇
の
多
義
を
明
発
し
て
、
其
の
章
條
の

不
足
を
補
う
所
以
な
り
」
と
述
べ
て
、「
故
」「
失
」「
謾
」「
詐
」

「
不
敬
」「
過
失
」
な
ど
二
十
の
刑
名（

3
）

に
つ
い
て
定
義
し
た
。

商
（
殷
）
の
法
は
失
わ
れ
た
の
だ
か
ら
、「
刑
名
」
は
、
晋
を
基

準
に
す
べ
き
だ
、
と
。
太
炎
は
、
戦
国
魏
の
李
悝
『
法
経
』
が
亡

佚
し
た
も
の
の
、
後
代
の
法
律
書
に
受
け
継
が
れ
て
お
り
、
晋
の

法
律
が
刑
名
の
基
礎
に
な
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
確
か
に
今

日
の
法
制
史
研
究
か
ら
見
て
も
、
晋
律
は
中
国
法
の
体
例
や
法
解

釈
の
上
で
基
礎
を
築
い
た
と
評
さ
れ
る
か
ら（

4
）、

太
炎
の
指
摘

は
卓
抜
で
あ
る
。

　

刑
名
は
、
太
炎
が
法
律
の
要
だ
と
考
え
る
も
の
で
あ
り（

5
）、

「
五
朝
法
律
索
隠
」
以
外
で
も
随
所
に
論
じ
て
い
る
。
例
え
ば

「
五
朝
法
律
索
隠
」
と
同
じ
頃
に
書
か
れ
た
「
説
刑
名
」
は
、「
刑
」

「
鎦
」
な
ど
一
四
の
法
律
用
語
に
つ
い
て
文
字
学
的
に
解
説
し
た

も
の
で
あ
る（

6
）。

　

話
を
「
五
朝
法
律
索
隠
」
に
戻
す
。
彼
は
漢
律
に
つ
い
て
、
次

の
よ
う
に
言
う
。

「
余　

漢
世
の
法
律
を
観
る
に
、
過は

な
はだ

賊
深
為
り
。
張
湯
・

仲
舒
の
徒
は
、
益
す
に
春
秋
の
心
を
誅
す
る
の
法
を
以
て

し
、
又
た
決
事
比
を
為
す
こ
と
多
く
、
転う

た

た
相
貿
乱
す
。
依

準
す
可
か
ら
ず
。　
（
私
の
見
る
と
こ
ろ
で
は
、
漢
代
の
法

律
は
き
わ
め
て
苛
細
で
厳
格
な
と
こ
ろ
が
あ
る
。
司
法
長
官

の
張
湯
や
大
儒
の
董
仲
舒
ら
は
、
犯
罪
動
機
を
重
視
す
る

『
春
秋
』
の
法
を
用
い
、
決
事
比
を
多
く
作
っ
た
結
果
、
次

第
に
乱
れ
た
。〔
漢
代
の
法
律
に
〕
依
拠
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
）」（

7
）

　

太
炎
が
漢
律
を
刑
名
の
基
準
と
し
て
認
め
な
い
の
は
、
民
衆
を
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賊
害
す
る
性
格
が
あ
り
、
春
秋
の
決
事
比
を
多
く
用
い
た
か
ら
で

あ
る
。
決
事
比
と
は
、
判
決
を
下
す
際
、
律
に
正
文
が
な
い
場

合
、
判
例
と
し
て
参
考
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
漢
の
董
仲
舒

（B.C.

一
七
九
？
～B.C.

一
〇
四
？
）
は
春
秋
に
基
づ
い
て
折
獄

を
し
た（

8
）。

董
仲
舒
の
立
場
は
、
犯
罪
動
機
を
重
視
す
る
心
意

主
義
で
あ
る（

9
）。

動
機
を
重
視
す
る
と
、
事
例
が
同
じ
で
も
罪

の
軽
重
の
異
な
る
こ
と
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
同
罪
異
論
の
懼
れ
が

あ
る
。
太
炎
は
、
こ
の
主
観
主
義
的
断
獄
の
恣
意
性
を
問
題
に
し

た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
彼
は
、
唐
律
も
基
準
に
は
な
ら
な
い
と

言
う
。「

其
の
次
に
文
帙
の
完
具
す
る
者
に
、
独
り
唐
律
あ
る
の
み
。

乃
ち
近
く
は
斉
と
隋
に
本
づ
く
。
北
斉
始
め
て
重
罪
十
條
を

制
す
。
此
を
犯
す
者
は
八
議
の
列
に
在
ら
ず
。
隋
氏
は
降
を

以
て
叛
に
入
れ
、
不
睦
の
一
條
を
増
し
、
始
め
て
十
悪
と
称

す
。
唐
世
亦
た
其
の
法
に
依
り
、
今
に
至
る
も
承
用
す
。
此

れ
魏
晋
、
江
左
に
な
き
所
な
り
。
漢
律
に
は
十
悪
の
名
な

し
。
大
不
敬
の
罪
は
輒す

な
わち

等
を
逾
ゆ
。
故
に
漢
唐
の
二
律
は

皆
深
刻
に
し
て
、
施
行
す
可
か
ら
ず
。
寛
平
に
し
て
過
ぐ
る

こ
と
少
な
き
者
を
求
む
れ
ば
、
上
は
魏
に
至
り
、
下
は
梁
に

訖
ふ
る
の
五
朝
の
法
な
る
の
み
。　
（
書
物
と
し
て
完
全
に

残
っ
て
い
る
も
の
は
、
唐
律
し
か
な
い
。
そ
れ
は
近
い
と
こ

ろ
で
は
北
斉
や
隋
を
手
本
に
し
た
。
北
斉
が
始
め
て
重
罪
十

條
を
制
定
し
た
。
こ
れ
に
違
反
す
れ
ば
、〔
罪
の
減
免
恩
典

を
受
け
る
〕「
八
議
」
の
者
に
も
適
用
さ
れ
な
い
〔
ほ
ど
厳

し
い
も
の
だ
〕。
隋
は
〔
北
斉
の
律
の
「
重
罪
十
條
」
の
中

に
あ
っ
た
〕「
降
」
の
條
を
「
叛
」
の
條
の
中
に
入
れ
、
さ

ら
に
「
不
睦
」
の
一
條
を
加
え
て
「
十
悪
」
の
名
称
が
出
来

た
。
唐
代
も
そ
の
法
に
依
拠
し
、
今
日
で
も
そ
れ
を
承
け
て

用
い
て
い
る
。
こ
れ
は
魏
晋
や
南
朝
に
は
な
か
っ
た
も
の

だ
。
漢
律
に
は
「
十
悪
」
と
い
う
名
称
は
ま
だ
存
し
て
い
な

い
。〔「
十
悪
」
の
中
に
あ
る
〕「
大
不
敬
」
の
罪
は
程
度
を

越
え
て
い
る
。
だ
か
ら
漢
律
と
唐
律
は
ど
ち
ら
も
酷
薄
で
、

施
行
す
る
の
は
無
理
で
あ
る
。
つ
ね
に
寛
大
で
公
平
、〔
法

律
と
し
て
の
程
度
が
〕
ひ
ど
く
な
い
も
の
を
探
せ
ば
、
魏
か

ら
梁
に
至
る
ま
で
の
五
朝
の
法
し
か
な
い
の
で
あ
る
）」（
10
）

　

太
炎
は
、
漢
律
と
唐
律
が
厳
し
い
の
に
反
し
て
、
五
朝
の
法
は

「
寛
平
少
過
」
な
の
で
基
準
に
な
る
、
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
漢

律
や
唐
律
を
基
準
に
し
な
い
理
由
は
、
上
引
の
文
章
に
言
及
さ
れ

た
「
十
悪
」
と
「
八
議
」
な
ど
か
ら
窺
え
る
。「
十
悪
」
と
は
、

皇
帝
権
へ
の
侵
犯
や
儒
教
倫
理
か
ら
の
逸
脱
に
対
す
る
十
の
重
罪

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
謀
反
」（
社
稷
を
危
う
く
す
る
こ
と
を
謀

る
）「
謀
大
逆
」（
皇
帝
の
権
威
を
象
徴
す
る
宗
廟
や
宮
闕
を
毀
す
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こ
と
を
謀
る
）「
謀
叛
」（
本
国
に
背
い
て
他
国
に
通
じ
る
こ
と
を

謀
る
）「
悪
逆
」（
尊
属
親
を
殴
打
し
た
り
殺
害
す
る
陰
謀
や
親
に

対
す
る
暴
行
、
近
親
尊
長
の
殺
害
）「
不
道
」（
人
を
惨
殺
す
る
な

ど
の
行
為
）「
大
不
敬
」（
大
祀
の
神
御
物
や
皇
帝
な
ど
の
服
御
物

を
盗
ん
だ
り
す
る
こ
と
）「
不
孝
」（
祖
父
母
父
母
へ
の
不
孝
の
行

為
）「
不
睦
」（〔
服
制
で
〕
緦
麻
以
上
の
関
係
に
あ
る
親
族
の
殺

害
を
謀
っ
た
り
売
っ
た
り
す
る
な
ど
）「
不
義
」（
本
属
の
府
主
・

刺
史
・
県
令
の
殺
害
な
ど
）「
内
乱
」（〔
服
制
で
〕
小
功
以
上
の

関
係
に
あ
る
親
族
、
父
祖
の
妾
を
姦
す
る
な
ど
の
行
為
）
で
あ

る
。
こ
の
「
十
悪
」
の
原
型
は
北
斉
の
時
に
で
き
あ
が
り
、
隋
の

開
皇
律
に
受
け
継
が
れ
て
、
唐
律
の
「
十
悪
」
と
な
っ
た

（
11
）。

太
炎
は
、
皇
帝
へ
の
反
逆
や
儒
教
倫
理
か
ら
の
逸
脱
に
対
す
る
処

罰
が
民
衆
に
と
っ
て
厳
し
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
（
別
稿
）。

例
え
ば
「
十
悪
」
の
罪
は
、
鮮
卑
族
が
中
国
を
盗
ん
だ
後
に
で
き

あ
が
っ
た
が
、「
十
悪
」
は
す
べ
て
が
政
府
に
対
す
る
罪
と
は
限

ら
ず
、「
反
叛
」（「
謀
反
」「
謀
叛
」）「
悪
逆
」「
不
敬
」
の
諸
条

は
（
五
朝
の
時
と
は
違
っ
て
）
そ
の
範
囲
を
拡
大
し
て
こ
じ
つ
け

ら
れ
て
い
る
、
と
そ
の
厳
し
さ
に
つ
い
て
述
べ
て
い
る（
12
）。

　

一
方
、
厳
し
い
処
罰
と
は
反
対
に
、
身
分
に
よ
っ
て
享
受
で
き

る
法
的
恩
典
が
あ
り
、「
八
議
」
と
言
う
。「
八
議
」
と
は
、
皇
族

や
高
官
、
お
よ
び
そ
の
親
族
が
罪
を
得
て
も
減
免
さ
れ
る
身
分
的

恩
典
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、「
議
親
」（
皇
帝
の
袒
免
以
上
の
親
族

や
太
皇
太
后
・
皇
太
后
の
緦
麻
以
上
の
親
族
な
ど
）「
議
故
」（
皇

帝
に
接
遇
で
き
る
故
旧
）「
議
賢
」（
大
き
な
徳
行
の
あ
る
人
）

「
議
能
」（
大
き
な
才
業
の
あ
る
人
）「
議
功
」（
大
き
な
勲
功
の
あ

る
人
）「
議
貴
」（
職
事
官
三
品
以
上
、
散
官
二
品
以
上
、
爵
一
品

以
上
の
人
）「
議
勤
」（
大
き
な
勤
労
の
あ
る
人
）「
議
賓
」（
先
代

の
後
を
承
け
て
国
賓
と
な
る
人
）
の
八
つ
の
身
分
で
あ
る
。「
八

議
」
の
考
え
方
に
は
、
八
つ
の
特
権
身
分
は
礼
秩
序
の
リ
ー
ダ
ー

で
あ
る
か
ら
法
の
制
裁
対
象
に
は
な
ら
な
い
、
と
い
う
儒
教
的
前

提
が
あ
る
。
こ
の
特
権
身
分
の
者
が
罪
を
犯
す
と
、
官
司
は
勝
手

に
逮
捕
や
訊
問
が
で
き
ず
、
犯
罪
の
実
情
を
皇
帝
に
報
告
し
て
そ

の
判
断
に
委
ね
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
通
常
の
司
法
手
続
き
に

則
っ
て
処
罰
は
で
き
な
い
の
で
あ
る（
13
）。

例
え
ば
死
罪
の
嫌
疑

が
固
ま
る
と
、
官
司
が
判
決
を
立
案
せ
ず
に
、
都
座
集
議
と
い
う

特
別
手
続
き
を
お
こ
な
っ
た
上
で
、
動
機
や
犯
行
・
結
果
な
ど
の

「
情
」
を
原た

ず

ね
て
罪
を
集
議
し
、
そ
の
結
果
を
皇
帝
に
報
告
し
て
、

そ
の
判
断
に
委
ね
る
。
流
罪
以
下
の
場
合
な
ら
、
罪
一
等
を
減
ず

る
の
で
あ
る（
14
）。「

八
議
」
の
説
は
、
も
と
も
と
『
周
礼
』
で
は

「
八
辟
」
と
呼
ば
れ（
15
）、

秦
に
な
っ
て
廃
れ
た
が
、
漢
末
に
な
っ

て
再
び
盛
ん
に
な
っ
た
と
言
わ
れ
る（
16
）。

太
炎
は
、
法
的
恩
典

を
認
め
な
い
立
場
に
立
ち
、
こ
の
立
場
か
ら
五
朝
の
法
は
官
吏
と

平
民
を
公
平
に
扱
い
（「
平
吏
民
」）
富
人
を
抑
え
る
（「
抑
富

人
」）、
と
評
価
し
た
の
で
あ
る
（
別
稿
）。
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以
上
か
ら
、
太
炎
が
五
朝
の
法
は
「
寛
平
少
過
」
だ
と
言
っ
た

の
は
、
漢
律
や
唐
律
が
民
衆
に
厳
し
く
、
官
僚
な
ど
の
特
権
階
層

に
法
的
恩
典
の
存
し
た
こ
と
に
批
判
的
で
あ
っ
た
か
ら
だ
、
と
分

か
る
。
も
ち
ろ
ん
「
八
議
」
と
い
う
法
的
恩
典
は
魏
以
降
、
律
に

入
り（
17
）、

陳
以
外
の
南
朝
で
も
法
的
恩
典
は
存
し
た（
18
）。「

八
議
」

に
批
判
的
な
ら
、
魏
律
や
晋
律
な
ど
五
朝
の
法
も
評
価
出
来
な
い

は
ず
だ
が
、
ど
う
も
太
炎
は
、
法
的
恩
典
に
浴
す
る
特
権
階
層
の

存
し
た
か
ど
う
か
よ
り
も
、
先
ず
法
の
公
平
な
適
用
と
罪
刑
の
一

致
が
重
要
と
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
（
別
稿
）。
そ
れ
故
、
彼

か
ら
見
れ
ば
、
法
律
修
訂
作
業
が
中
国
法
と
し
て
唐
律
な
ど
を
基

準
に
す
る
の
は
不
適
切
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　

太
炎
は
「
五
朝
法
律
索
隠
」
末
尾
で
、
法
律
修
訂
作
業
と
中
国

法
の
評
価
に
つ
い
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
る
。

「
今
魏
晋
南
朝
の
律
、
已は

な
はだ

残
缺
す
と
雖
も
、
其
の
封
略
を

挙
ぐ
れ
ば
、
則
ち
上
を
損
な
ひ
下
を
益
す
る
の
美
あ
り
。
其

の
條
目
を
抽
け
ば
、
則
ち
強
き
を
抑
え
微い

や

し
き
を
輔
く
る
の

心
あ
り
。
後
に
作
る
者
あ
れ
ば
、
因
り
て
こ
れ
が
節
文
を
な

し
、
参
ず
る
に
今
制
を
以
て
し
、
復
た
略ほ

ぼ
他
方
の
諸
律
を

采
る
。
温
故
知
新
す
れ
ば
、
亦
た
以
て
畔そ

む

か
ざ
る
可
き
か
。　

（
今
日
で
は
魏
晋
南
朝
の
律
は
大
い
に
残
欠
し
て
い
る
が
、

〔
そ
れ
以
外
の
律
と
の
〕
区
別
を
あ
げ
れ
ば
、〔
五
朝
の
律
に

は
〕
上
の
者
を
損
な
い
下
の
者
に
利
益
を
与
え
る
美
点
が
あ

る
。
そ
の
条
目
を
引
き
出
す
と
、
強
者
を
抑
え
弱
者
を
助
け

る
精
神
が
あ
る
。
後
代
法
律
を
作
る
者
は
、
因
っ
て
そ
れ
を

ほ
ど
よ
く
採
用
し
、
現
代
の
法
制
も
参
照
し
て
、
ほ
ぼ
他
国

の
法
律
も
採
用
す
る
。〔
論
語
に
も
あ
る
よ
う
に
〕
古
き
を

温
め
て
新
し
い
こ
と
を
考
え
る
よ
う
に
す
れ
ば
、〔
あ
る
べ

き
こ
と
に
〕
背
か
な
い
こ
と
に
な
ろ
う
）」（
19
）

　

新
し
い
法
制
を
構
築
す
る
際
、
五
朝
の
法
は
、
不
完
全
な
形
で

し
か
残
っ
て
い
な
く
て
も
、
五
朝
の
法
を
斟
酌
す
べ
き
だ
と
言
う

の
で
あ
る
。
五
朝
の
法
に
は
、
立
場
の
弱
い
者
を
助
け
て
強
い
者

を
挫
く
と
い
う
美
点
が
あ
る
の
で
、
結
果
的
に
民
衆
を
利
す
る
と

見
た
か
ら
で
あ
る
。
太
炎
の
五
朝
の
法
の
検
討
に
つ
い
て
は
別
に

考
察
す
る
予
定
で
あ
る
が
、
要
す
る
に
、
彼
は
、
近
代
法
の
導
入

に
当
た
っ
て
、
中
国
法
の
性
格
を
歴
史
的
に
洗
い
出
し
て
、
そ
の

美
点
を
汲
み
上
げ
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
れ
で
は
、
彼
の
試
み
が
当
時
い
か
な
る
位
置
を
占
め
た
の

か
。
見
て
み
よ
う
。

三　
「
五
朝
法
律
索
隠
」
の
歴
史
的
位
置

　

太
炎
は
、「
五
朝
法
律
索
隠
」
を
書
い
た
動
機
に
つ
い
て
、
当
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時
の
研
究
に
満
足
で
き
な
か
っ
た
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
言

う
。
張
鵬
一
は
漢
律
を
雑
集
し
て
一
書（

1
）を

著
し
た
が
、「
附
す

る
に
欧
洲
近
制
を
以
て
す
る
こ
と
多
け
れ
ば
、
事
は
冰
炭
の
若

し
。〔
又
た
私
意
を
以
て
文
字
を
増
剟
す
。
愈
よ
亡ご

う
い
ん頼

な
り
〕」、

と（
2
）。

中
国
法
の
研
究
は
、
西
洋
の
近
代
法
と
の
類
似
性
を
基

準
に
し
た
り
、
主
観
的
に
原
文
を
増
刪
し
た
り
し
て
は
な
ら
ぬ
、

と
考
え
た
の
で
あ
る
（
後
述
）。
し
か
し
、
五
朝
の
法
は
散
逸
部

分
が
多
い
の
で
、
評
価
作
業
は
不
十
分
に
し
か
で
き
な
い
の
で
は

な
い
か
。
こ
の
疑
念
に
対
し
て
、
太
炎
は
答
え
る
。

「
其
の
篇
籍
は
放
失
す
と
雖
も
、
事
に
因
り
て
鉤さ

ぐ

り
求
む
れ

ば
、
猶
ほ
其
の
放あ

ら
ま
し物

を
得
可
し
。
傅
す
る
に
西
方
の
制
を
以

て
す
可
き
者
あ
り
。
漢
土
の
み
独
り
秀
る
る
所
と
な
る
者
あ

り
。
擬
す
る
に
近
世
の
制
を
以
て
す
可
き
者
あ
り
。
前
代
の

み
独
り
秀
る
る
所
と
な
る
者
あ
り
。
説
を
馳
す
る
者
は
、
鈎

校
に
暇
あ
ら
ず
し
て
、
空
し
く
西
方
を
尊た

つ
と尚

び
、
或
ひ
は
沾

沾
と
し
て
唐
律
に
復
せ
ん
と
欲
す
。
此
れ
皆
な
目
録
辜
較
の

学
に
し
て
、
耳
食
を
以
て
し
て
、
未
だ
嘗
て
其
の
甘
苦
を
問

は
ざ
る
が
如
し
。　
（
五
朝
の
篇
籍
は
散
逸
し
た
と
は
い
え
、

物
事
に
よ
り
て
探
り
求
め
る
な
ら
、
そ
の
大
概
が
分
か
る
で

あ
ろ
う
。
そ
こ
に
は
西
洋
の
制
度
を
補
う
も
の
が
あ
る
だ
ろ

う
。
漢
土
に
だ
け
優
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
近
代

の
法
制
に
よ
く
似
た
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。
前
代
に
だ
け
優

れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
だ
ろ
う
。〔
西
洋
法
制
の
導
入
を
〕

説
い
て
ま
わ
っ
て
い
る
者
は
、
西
洋
法
制
に
つ
い
て
ア
レ
コ

レ
探
し
回
り
調
べ
る
の
に
暇
が
な
く
、
む
な
し
く
西
洋
を
尊

ん
だ
り
、
あ
る
い
は
軽
薄
に
も
唐
律
に
復
帰
し
よ
う
と
し
た

り
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
ど
れ
も
目
録
考
較
の
学
問
に
す
ぎ

ず
、
他
人
の
説
を
聞
い
た
だ
け
で
判
断
し
て
、
実
際
の
甘
い

や
苦
い
も
分
か
ら
ず
道
理
に
暗
い
も
の
だ
）」（

3
）

　
「
鈎
校
に
暇
あ
ら
ず
」
と
は
、
法
律
修
訂
館
が
近
代
法
導
入
に

あ
た
っ
て
外
国
の
法
典
や
法
学
関
係
の
著
作
の
翻
訳
か
ら
始
め
た

こ
と
を
指
し（

4
）、「

耳
食
を
以
て
し
て
」
と
は
、
法
律
修
訂
に
日

本
人
の
専
門
家
を
招
聘
し
て（

5
）、

中
国
人
が
そ
れ
を
学
ん
だ
こ

と
を
批
判
し
て
い
る
。
太
炎
か
ら
見
て
、
中
国
法
の
評
価
作
業
は

不
十
分
き
わ
ま
り
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
の
目
に
は
、
近
代
法

典
の
翻
訳
に
追
わ
れ
、
西
洋
法
を
あ
が
め
、
他
人
か
ら
聞
い
た
だ

け
で
分
か
っ
た
つ
も
り
に
な
り
、
自
分
で
法
の
問
題
を
考
え
よ
う

と
し
な
い
と
映
じ
た
の
で
あ
る
。

　

瀧
川
政
次
郎
に
よ
る
と
、
漢
律
研
究
は
清
末
に
着
手
さ
れ
た
ば

か
り
で
あ
っ
た（

6
）。

漢
律
は
、
魏
晋
か
ら
唐
代
に
か
け
て
亡
佚

し
た
の
で
、
研
究
は
そ
の
佚
文
蒐
輯
か
ら
始
ま
っ
た
。
瀧
川
は
、

張
鵬
一
『
漢
律
類
纂
』
一
巻
を
清
末
に
お
け
る
漢
律
研
究
の
代
表
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と
評
価
し
て
い
る
。
瀧
川
は
、
本
書
が
佚
文
を
掲
げ
て
そ
の
出
典

を
注
記
し
、
案
語
を
つ
け
る
体
裁
だ
と
説
明
し
た
後
、
張
は
案
語

で
古
書
よ
り
得
た
佚
文
を
ソ
ノ
マ
マ
挙
げ
ず
に
、
時
に
推
測
を
交

え
て
漢
律
を
復
元
し
よ
う
と
す
る
と
指
摘
し
た
上
で
、
近
代
的
な

法
律
用
語
を
用
い
て
論
証
す
る
点
を
「
新
し
い
企
て
」
と
し
て
評

価
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
古
典
学
者
の
太
炎
は
、
こ
の
点
が
瀧
川
と

正
反
対
で
、
張
は
私
意
で
文
字
を
増
刪
す
る
と
批
判
し
た
の
で
あ

る
。

　

当
時
、
清
末
の
漢
律
研
究
に
は
、
張
鵬
一
の
他
に
も
、
薛
允
升

『
漢
律
輯
存
』
六
巻（

7
）、

杜
貴
墀
『
漢
律
輯
證
』
六
巻
な
ど
が

あ
っ
た
。
沈
家
本
は
、
薛
允
升
『
漢
律
輯
存
』
は
庚
子
の
変
（
一

九
〇
〇
）
の
折
、
秘
蔵
さ
れ
て
公
刊
さ
れ
ず
、
ま
た
杜
の
著
書
に

は
遺
漏
が
あ
る
と
言
う（

8
）。

瀧
川
政
次
郎
は
、
杜
貴
墀
『
漢
律

輯
證
』
が
漢
律
の
文
と
漢
令
の
文
と
を
区
別
せ
ず
に
雑
然
と
載
せ

て
い
る
点
を
欠
点
と
し
て
い
る（

9
）。

民
国
初
に
な
る
と
、
法
律

修
訂
作
業
を
推
進
し
た
沈
家
本
（
一
八
四
〇
～
一
九
一
三
）
自
身

が
漢
律
の
蒐
輯
復
元
に
取
り
組
み
、『
漢
律
摭
遺
』
二
十
二
巻
を

書
き
上
げ
た
（
一
九
一
二
年
）。
沈
家
本
は
、
清
末
に
お
け
る
法

律
学
の
権
威
で
あ
る
。
浙
江
省
帰
安
の
人
で
、
字　

子
惇
、
号　

寄
簃
と
い
う
。
光
緒
九
年
（
一
八
八
三
）
に
進
士
に
な
っ
て
か

ら
、
主
と
し
て
司
法
関
係
の
仕
事
に
任
じ
て
い
る

（
10
）。

彼
は
、

一
九
〇
四
年
、
法
律
修
訂
作
業
の
一
環
と
し
て
外
国
の
諸
法
規
の

翻
訳
と
『
大
清
修
例
』
の
刪
除
作
業
を
行
っ
た
が
、
そ
の
傍
ら
中

国
法
の
整
理
収
集
を
行
い
覆
刻
も
し
た
。『
元
典
章
』
を
覆
刻
し
、

『
沈
碧
楼
叢
書
』
に
『
無
冤
録
』
な
ど
珍
書
を
収
め
て
出
版
し
た
。

そ
の
一
端
は
、
一
九
〇
七
年
修
訂
法
律
館
か
ら
刊
刻
さ
れ
た
『
寄

簃
文
存
』
の
序
跋
類
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。
例
え
ば
巻
四
に

は
、「
重
刻
唐
律
疏
議
序
」「
宋
刑
統
賦
序
」「
重
刻
明
律
序
」「
刑

案
匯
覧
三
編
序
」
な
ど
が
収
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
沈
家
本
の

後
、
程
樹
徳
（
一
八
七
七
～
一
九
四
四
）
が
一
九
一
九
年
に
『
漢

律
考
』、
一
九
二
六
年
に
『
九
朝
律
考
』
を
完
成
さ
せ
、
漢
律
か

ら
隋
律
ま
で
唐
律
以
前
の
古
律
を
ひ
ろ
く
採
摭
し
た（
11
）。

程
樹

徳
は
『
九
朝
律
考
』「
晋
律
考
」
の
按
語
に
、「
五
朝
法
律
索
隠
」

が
引
い
た
晋
律
佚
文
や
太
炎
の
文
章
を
ソ
ノ
マ
マ
引
用
し
て
い
る

か
ら（
12
）、「

五
朝
法
律
索
隠
」
が
佚
文
蒐
輯
作
業
に
刺
激
を
与
え

た
か
と
思
わ
れ
る
。
そ
し
て
太
炎
に
も
「
漢
律
考
」
が
あ
り
、

『
検
論
』（
一
九
一
四
年
）「
原
法
」
篇
に
付
さ
れ
て
い
る
。「
漢
律

考
」
は
、
佚
文
の
蒐
輯
で
は
な
く
、
漢
律
は
も
っ
ぱ
ら
刑
書
と
い

う
よ
り
、
儀
法
や
官
制
を
含
む
も
の
だ
と
い
う
の
が
論
旨
で
あ

る（
13
）。

要
す
る
に
、
太
炎
が
「
五
朝
法
律
索
隠
」
を
書
い
た
当

時
、
漢
律
の
蒐
輯
作
業
が
始
ま
っ
た
ば
か
り
で
、
十
分
に
研
究
が

な
さ
れ
て
い
な
い
状
況
で
あ
っ
た
。
五
朝
の
法
で
あ
れ
ば
、
尚
更

目
が
向
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

　

そ
の
上
、
中
国
法
の
見
方
に
し
て
も
、
当
時
は
唐
律
が
中
国
法
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の
体
系
的
完
成
と
考
え
ら
れ
、
唐
以
降
の
法
は
、
唐
律
を
基
準
に

し
て
い
た
。
例
え
ば
瀧
川
政
次
郎
は
、
唐
律
を
「
東
洋
の
ロ
ー
マ

法
」
と
評
し
た
。
唐
律
が
秦
漢
律
を
承
け
て
集
大
成
さ
れ
、
後
の

中
国
法
の
源
と
な
っ
た
こ
と
や
東
ア
ジ
ア
世
界
に
及
ぼ
し
た
影
響

か
ら
で
あ
る（
14
）。

沈
家
本
は
、
漢
律
を
考
察
す
る
際
、
次
の
よ

う
に
述
べ
た
。
古
今
の
律
の
中
で
中
庸
を
得
た
の
は
唐
律
で
あ

る
。
そ
れ
は
「
其
れ
尚
ほ
三
代
先
王
の
遺
意
を
得
」
た
も
の
だ
か

ら
、
漢
律
は
「
唐
律
の
根
源
」
と
し
て
研
究
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

し
か
も
漢
律
は
た
ん
に
唐
律
の
源
流
と
言
う
に
止
ま
ら
ず
、『
周

礼
』
を
承
け
て
「
古
意
」
が
多
く
、「
三
代
先
王
の
法
の
留
遺
」

で
あ
る
、
と（
15
）。

沈
家
本
は
儒
教
を
基
準
に
漢
律
や
唐
律
を
評

価
し
た
の
で
あ
り
、
太
炎
が
酷
薄
な
漢
律
や
唐
律
で
は
な
く
、

「
寛
平
少
過
」
な
五
朝
の
法
を
評
価
し
た
の
と
は
、
見
方
が
違
う
。

が
、
い
ず
れ
に
せ
よ
、
清
末
で
は
、
唐
律
が
中
国
法
の
基
準
と
考

え
ら
れ
て
い
た
か
ら
、
漢
律
や
五
朝
の
法
に
関
心
が
そ
れ
ほ
ど
向

か
わ
な
か
っ
た
の
も
当
然
で
あ
る
。

　

ま
た
、
こ
う
し
た
事
態
は
、
中
国
に
お
け
る
法
学
の
不
振
と
も

関
係
が
あ
ろ
う
。
沈
家
本
に
よ
る
と
、
法
学
が
盛
ん
で
あ
っ
た
の

は
、
戦
国
時
代
で
あ
る
。
漢
朝
に
な
っ
て
も
法
学
は
断
絶
す
る
こ

と
な
く
、
後
漢
で
も
盛
ん
で
あ
っ
た
。
魏
晋
よ
り
唐
宋
に
至
る

間
、
士
人
は
法
を
学
ん
だ
が
、
元
朝
に
至
っ
て
法
学
は
衰
え
始
め

た
。
清
朝
に
お
い
て
、
法
学
研
究
で
推
重
さ
れ
る
者
は
数
名
し
か

お
ら
ず
、
法
学
は
賤
し
ま
れ
る
有
様
で
あ
っ
た（
16
）。

し
た
が
っ

て
、
亡
佚
し
た
漢
律
や
五
朝
法
の
蒐
輯
作
業
は
、
考
証
学
の
経
書

研
究
に
比
べ
て
、
当
然
進
ま
な
い
こ
と
に
な
る
。

　

太
炎
の
中
国
法
に
対
す
る
見
方
は
、
沈
家
本
の
み
な
ら
ず
、
梁

啓
超
と
も
違
っ
て
い
た
。
梁
啓
超
『
論
中
国
成
文
法
編
制
之
沿
革

得
失
』（
一
九
〇
六
）
は
、
魏
晋
六
朝
の
成
文
法
に
つ
い
て
次
の

よ
う
に
言
う
。
そ
れ
は
李
悝
『
法
経
』
と
唐
律
を
媒
介
す
る
も
の

で
、
漢
律
よ
り
進
化
さ
せ
た
と
こ
ろ
が
あ
る
。
進
化
し
た
の
は
、

①
律
令
の
境
界
を
厳
密
に
し
、
令
を
律
の
補
助
と
し
た
点
、
②
学

理
に
根
拠
を
求
め
た
点
、
③
漢
律
と
は
違
っ
て
、
公
布
の
形
式
を

尊
重
し
た
点
だ
と
指
摘
し
た（
17
）。

梁
啓
超
の
論
考
は
一
九
〇
六

年
に
書
か
れ
て
、
太
炎
に
比
べ
て
少
し
早
い
が
、
梁
啓
超
の
視
点

は
、
新
法
典
の
編
纂
方
針
を
容
認
す
る
方
向
で
あ
っ
た
。
す
な
わ

ち
、
中
国
は
堯
舜
の
時
代
以
来
、
組
織
だ
っ
た
大
法
典
は
世
界
に

先
駆
け
て
生
ま
れ
た
も
の
の
、
法
律
の
実
質
は
変
化
せ
ず
、
巻
帙

条
目
が
増
え
た
に
す
ぎ
な
い
。
今
日
で
は
、
新
法
典
編
纂
の
機
運

が
高
ま
り
、
清
朝
政
府
に
実
行
を
促
し
て
い
る
。
今
後
の
重
要
課

題
は
、
新
法
典
を
い
か
な
る
方
向
で
編
纂
す
る
か
に
あ
る
、
と
言

う
の
で
あ
る（
18
）。

梁
啓
超
は
、
中
国
の
成
文
法
の
沿
革
を
跡
づ

け
る
以
外
に
、
法
の
淵
源
に
、
①
慣
習
の
重
視
、
②
君
主
の
詔

勅
、
③
い
わ
ゆ
る
「
比
」「
故
事
」「
章
程
」
な
ど
の
先
例
、
④
経

義
に
基
づ
く
判
決
例
を
求
め
、
中
国
法
が
法
体
系
と
し
て
の
独
自
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性
を
も
ち
、
歴
史
的
に
外
国
か
ら
の
摂
取
し
な
か
っ
た
が
、
今
で

は
中
国
が
外
国
法
を
摂
取
す
る
こ
と
は
過
誤
で
は
な
い
、
と
述
べ

た（
19
）。

こ
の
よ
う
に
梁
啓
超
は
、
近
代
法
の
導
入
に
あ
た
っ
て
、

中
国
法
の
性
格
と
沿
革
を
見
極
め
よ
う
と
し
た
が
、「
五
朝
法
律

索
隠
」
の
よ
う
に
、
具
体
的
に
刑
罰
に
即
し
て
中
国
法
の
精
神
を

探
ろ
う
と
し
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

　

そ
し
て
梁
啓
超
は
、『
論
中
国
成
文
法
編
制
之
沿
革
得
失
』
を

書
く
際
、
日
本
人
の
著
書
を
参
考
に
し
て
い
た（
20
）。

そ
の
中
に

浅
井
虎
夫
『
支
那
法
制
史
』（
一
九
〇
四
）
が
あ
る
。
浅
井
書
は
、

「
第
一
章　

漢
人
種
の
建
国
」「
第
二
章　

唐
虞
三
代
の
法
制
」

「
第
三
章　

漢
代
の
法
制
」「
第
四
章　

唐
代
の
法
制
」「
第
五
章　

宋
代
の
法
制
」「
第
六
章　

明
代
の
法
制
」
で
構
成
さ
れ
て
お
り
、

五
朝
の
法
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
言
及
し
て
い
な
い
。
わ
ず
か

に
魏
晋
か
ら
隋
ま
で
の
律
令
の
撰
者
と
制
定
年
次
、
巻
数
、
篇
目

な
ど
が
一
覧
表
と
し
て
附
さ
れ
て
い
る
に
す
ぎ
な
い（
21
）。

と
い

う
の
は
、「
蓋
明
は
範
を
宋
に
と
り
宋
は
範
を
唐
に
取
り
唐
は
之

を
上
三
代
及
漢
に
と
れ
り
故
に
上
三
代
な
る
夏
殷
周
下
三
代
な
る

漢
唐
宋
之
に
加
ふ
る
に
明
の
法
制
を
略
述
す
れ
ば
略
支
那
に
於
け

る
法
制
の
沿
革
を
知
る
を
得
べ
し
」（『
支
那
法
制
史
』「
凡
例
」）

と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
浅
井
書
は
、
も
と
も
と
国
家
の
制
定
法

の
沿
革
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
研
究
の
主
眼
を
置
く
。
研
究
史

的
に
は
、「
明
治
期
に
お
け
る
中
国
法
制
史
研
究
の
程
度
、
又
は

傾
向
を
最
も
集
約
的
に
示
し
て
い
る
意
味
で
の
代
表
作
」
と
評
さ

れ（
22
）、「

日
本
最
初
の
支
那
法
制
史
の
通
説
」
に
し
て
「
支
那
法

制
史
の
体
系
を
樹
立
」
し
た
も
の
で
あ
っ
た（
23
）。

ま
た
浅
井
虎

夫
『
支
那
ニ
於
ケ
ル
法
典
編
纂
ノ
沿
革
』（
一
九
一
一
）
は
、
第

四
章
「
魏
晋
以
後
ノ
法
典
」
に
お
い
て
、
六
朝
法
典
の
佚
文
を
諸

書
か
ら
蒐
輯
し
て
い
る（
24
）。

本
書
は
、
法
典
の
体
裁
と
内
容
を

歴
史
的
に
た
ど
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
国
法
の
特
色
を
際
立
た
せ

よ
う
と
し
た
労
作
で
、
漢
訳
が
す
ぐ
に
出
て
い
る（
25
）。

本
書
は

中
国
法
の
特
色
と
し
て
、
①
刑
法
典
（
律
）
と
行
政
法
典
（
令
と

会
典
）
を
含
む
。
②
律
の
体
裁
は
、
魏
、
李
悝
『
法
経
』
以
降
、

清
律
に
至
る
ま
で
そ
れ
ほ
ど
変
わ
ら
な
い
。
③
令
の
体
裁
も
ほ
ぼ

一
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
④
内
容
的
に
は
、
私
法
の
規
定

は
わ
ず
か
で
、
大
部
分
が
公
法
的
規
定
で
あ
る
。
⑤
法
典
の
規
定

は
、
必
ず
し
も
現
行
法
と
は
限
ら
な
い
。
⑥
中
国
法
は
道
徳
的
要

素
を
含
む
、
を
挙
げ
て
い
る（
26
）。

　

要
す
る
に
、
清
末
の
法
制
史
研
究
と
し
て
は
、
佚
文
蒐
輯
が
始

ま
っ
た
ば
か
り
で
、
六
朝
の
法
に
対
し
て
内
容
的
に
批
判
を
加
え

る
作
業
は
、
ま
だ
な
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。「
五
朝
法
律
索
隠
」

が
書
か
れ
た
一
九
〇
八
年
頃
、
五
朝
の
法
に
強
い
関
心
が
向
け
ら

れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
ま
た
五
朝
の
法
の
精
神
を
汲
み
上

げ
よ
う
と
す
る
こ
と
も
稀
で
あ
っ
た
。
魏
晋
の
律
が
中
国
法
の
発

展
に
と
っ
て
基
礎
と
な
っ
た
こ
と
を
思
え
ば（
27
）、

太
炎
の
論
考
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が
い
か
に
先
駆
的
で
あ
っ
た
か
が
分
か
る
。

小
結

　
「
五
朝
法
律
索
隠
」
は
、
清
朝
に
よ
る
近
代
法
導
入
の
動
き
を

背
景
と
し
て
、
書
か
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
章
太
炎
は
、
法
律
修

訂
作
業
は
、
領
事
裁
判
権
奪
回
の
た
め
と
い
う
外
発
的
動
機
か
ら

な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
く
、
ま
た
中
国
法
の
美
点
を
汲
み
あ
げ
た

上
で
な
さ
れ
る
べ
き
だ
と
考
え
た
。
た
だ
し
、
当
時
中
国
法
の
規

範
と
さ
れ
た
唐
律
で
は
な
く
、
五
朝
の
法
を
評
価
す
べ
き
だ
と
主

張
し
た
。
五
朝
の
法
に
は
、「
上
を
損
な
い
下
を
益
す
る
」
点
お

よ
び
「
強
き
を
抑
え
微い

や

し
き
を
輔
く
る
」
点
な
ど
が
あ
る
か
ら
で

あ
る
。
た
し
か
に
五
朝
の
法
は
亡
佚
し
て
残
欠
し
て
い
る
が
、
太

炎
か
ら
す
れ
ば
、
法
の
精
神
こ
そ
問
題
で
あ
っ
て
、
体
系
的
に

残
っ
て
い
る
か
ど
う
か
で
は
な
か
っ
た
。
彼
に
よ
れ
ば
、
五
朝
の

法
は
①
「
重
生
命
」、
②
「
恤
無
告
」、
③
「
平
吏
民
」、
④
「
抑

富
人
」
の
点
で
評
価
す
べ
き
も
の
が
あ
る
。
生
命
を
重
ん
じ
、
平

民
を
恤
れ
み
、
官
僚
と
平
民
と
を
公
平
に
扱
う
と
い
う
視
点
は
、

中
国
法
の
性
格
を
批
判
的
に
省
察
す
る
こ
と
に
な
り
、「
五
朝
法

律
索
隠
」
で
具
体
的
に
こ
れ
ら
の
点
が
検
討
さ
れ
た
（
別
稿
）。

彼
は
中
国
社
会
を
法
の
側
面
か
ら
捉
え
直
そ
う
と
し
た
と
言
え
、

五
朝
法
の
佚
文
蒐
集
を
志
し
た
わ
け
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

　

当
時
、
五
朝
の
法
を
太
炎
の
よ
う
に
論
じ
た
も
の
は
、
稀
で

あ
っ
た
。
中
国
法
を
批
判
的
に
考
察
し
、
古
書
の
中
か
ら
五
朝
の

法
の
精
神
を
探
ろ
う
と
し
た
彼
の
立
場
は
、
い
か
に
斬
新
で
先
駆

的
な
も
の
で
あ
っ
た
か
は
、
当
時
の
法
制
史
研
究
の
状
況
か
ら
し

て
も
窺
え
る
だ
ろ
う
。

　

彼
は
当
時
、
古
典
学
の
方
面
で
、『
春
秋
左
伝
読
叙
録
』（
一
九

〇
七
）、『
劉
子
政
左
氏
説
』（
一
九
〇
八
）、『
荘
子
解
詁
』、『
新

方
言
』（
と
も
に
一
九
〇
九
）、『
国
故
論
衡
』『
文
始
』（
と
も
に

一
九
一
〇
）
な
ど
、
数
々
の
学
術
上
の
成
果
を
あ
げ
た
。
哲
学
思

想
の
方
面
で
は
、『
斉
物
論
釈
』（
一
九
一
〇
）
を
書
き
上
げ
た
。

太
炎
と
言
え
ば
、
古
典
学
者
あ
る
い
は
「
五
無
論
」
や
「
四
惑

論
」
な
ど
を
書
い
た
特
異
な
思
想
家
と
い
う
見
方
が
一
般
的
で
あ

る
。
し
か
し
、「
五
朝
法
律
索
隠
」
は
、
古
典
研
究
や
哲
学
著
作

の
陰
に
隠
れ
て
は
い
る
が
、
中
国
社
会
と
規
範
の
問
題
を
見
定

め
、
中
国
社
会
の
現
実
に
肉
迫
し
よ
う
と
し
た
労
作
と
言
え
る
。

太
炎
は
、
た
だ
仏
教
の
よ
う
な
形
而
上
学
的
観
念
を
弄
し
て
思
索

し
た
だ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　

本
稿
で
は
、
彼
の
法
に
対
す
る
問
題
意
識
と
議
論
の
歴
史
的
位

置
を
考
察
し
た
が
、
彼
の
五
朝
の
に
対
す
る
具
体
的
評
価
に
つ
い

て
は
、
別
稿
で
検
討
し
て
ゆ
き
た
い
。
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注

問
題
の
所
在

（
１
）
拙
稿
「
章
炳
麟
『
虜
憲
廃
疾
』
と
『
欽
定
憲
法
大
綱
』」、『
京
都
産
業

大
学
論
集
』（
人
文
科
学
系
列
）
四
六
号
、
二
〇
一
三
年
。

（
２
）
儒
法
闘
争
観
か
ら
の
諸
論
文
は
、
前
記
拙
稿
の
「
問
題
の
所
在
」
の

注
（
2
）
参
照
。

（
３
）
瞿
同
祖
「
中
国
法
律
之
儒
家
化
」（『
国
立
北
京
大
学
五
十
周
年
紀
念

論
文
集
』
文
学
院
第
四
種
、
北
京
大
学
出
版
部
、
一
九
四
八
年
原
刊
。

瞿
同
祖
『
中
国
法
律
与
中
国
社
会
』
附
録
、
上
海
商
務
印
書
館
原
刊
、

一
九
四
七
年
。
中
華
書
局
、
一
九
八
一
年
再
刊
）。
瞿
同
祖
に
よ
れ
ば
、

法
律
の
儒
家
化
は
漢
代
か
ら
始
ま
り
、
曹
魏
が
体
系
的
に
法
律
を
修
改

し
、
北
魏
・
北
斉
を
経
て
、
隋
・
唐
に
完
成
す
る
と
い
う
。

（
４
）
張
晋
藩
「
論
章
太
炎
的
法
律
思
想
」、『
中
国
法
律
史
論
』
所
収
、
法

律
出
版
社
、
一
九
八
二
年
。

（
５
）
清
末
の
士
人
階
層
の
一
部
は
、儒
教
的
教
養
を
持
ち
な
が
ら
、他
方
で
、

近
代
的
な
商
業
の
重
要
性
を
説
く
実
業
の
実
践
者
で
も
あ
っ
た
。「
紳
商
」

と
い
う
言
葉
は
、
如
実
に
こ
れ
を
示
す
だ
ろ
う
。
換
言
す
る
と
、
清
末

の
い
わ
ゆ
る
資
産
階
級
は
、
紳
士
階
級
や
地
主
階
級
と
精
神
的
価
値
の

上
で
対
立
し
た
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
喬
志
強
編
『
中
国

近
代
社
会
史
』
第
三
章
第
一
節
「
社
層
与
紳
士
集
団
」
一
八
七
～
一
九

六
頁
、
第
三
節
「
社
会
結
構
的
変
動
」
二
一
二
～
二
二
六
頁
、
一
九
九

二
年
、
北
京
人
民
出
版
社
原
刊
。
台
北
南
天
書
局
、
一
九
九
八
年
刊
。

第
一
節

（
１
）
岡
田
朝
太
郎
「
清
国
既
成
法
典
及
ヒ
法
案
ニ
就
テ
」、『
法
学
志
林
』

一
三
巻
八
・
九
号
、明
治
四
四
年
。
岡
田
は
、招
聘
の
経
緯
に
触
れ
た
後
、

自
ら
が
起
草
し
た
刑
律
に
つ
い
て
述
べ
、
末
尾
で
守
旧
派
か
ら
の
反
発

に
つ
い
て
言
及
す
る
。
楊
鴻
烈
『
中
国
法
律
思
想
史
』
第
五
章
（
中
国

文
化
史
叢
書
、
上
海
商
務
印
書
館
、
一
九
三
七
年
原
版
。
台
湾
商
務
印

書
館
、
一
九
七
〇
年
、
台
二
版
）。
ま
た
島
田
正
郎
『
清
末
に
お
け
る
近

代
的
法
典
の
編
纂
』（
創
文
社
、
昭
和
五
五
年
）
第
七
章
「
大
清
刑
律
草

案
と
大
清
現
行
刑
律
」。
宮
坂
宏
「
清
末
の
近
代
法
典
編
纂
と
日
本
人
学

者
︱
刑
律
草
案
と
岡
田
朝
太
郎
︱
」、『
専
修
大
学
社
会
科
学
研
究
所
月

報
』
四
六
・
四
七
、一
九
六
七
年
。
小
野
和
子
「
清
末
の
刑
法
典
論
争
」、

『
五
四
時
期
家
族
論
の
背
景
』
所
収
（
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
共
同

研
究
報
告
『
五
四
運
動
の
研
究
』
第
五
函
、
同
朋
舎
、
一
九
九
二
年
）。

松
田
恵
美
子
「
清
末
礼
法
争
議
小
考
（
一
）（
二
）」、『
法
学
論
叢
』
一

三
七
︱
二
、
五
、
一
九
九
五
年
参
照
。

（
２
）
瞿
同
祖
前
掲
書
第
四
章
「
階
級
（
続
）」
第
二
節
「
法
律
特
権
」
第
三

節
「
良
賤
間
的
不
平
等
」。

（
３
）「
儒
法
」
篇
（『
実
学
報
』
第
三
冊
、一
八
九
七
年
九
月
一
七
日
原
載
）、

湯
志
鈞
編
『
章
太
炎
政
論
選
集
』
上
冊
四
〇
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
七
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七
年
。

（
４
）
瞿
同
祖
前
掲
書
第
六
章
「
儒
家
思
想
與
法
家
思
想
」。

（
５
）『
訄
書
』「
儒
法
」
篇
、『
章
太
炎
全
集
』（
三
）、
初
刻
本
一
〇
～
一
一

頁
、
重
訂
本
一
三
九
頁
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
四
年
。

（
６
）「
定
律
」篇
は
、初
刻
本
と
重
訂
本
に
あ
る
。
前
掲『
章
太
炎
全
集
』（
三
）、

初
刻
本
八
五
～
八
六
頁
、
重
訂
本
二
六
六
～
二
六
七
頁
。
中
国
法
に
お

け
る
罪
刑
の
不
一
致
に
つ
い
て
は
、瞿
同
祖
前
掲
書
「
結
論
」
三
二
六
頁
。

（
７
）「
五
朝
法
律
索
隠
」「
故
漢
、
唐
二
律
皆
深
刻
、
不
可
施
行
。
求
寛
平

少
過
者
、
上
至
魏
、
下
訖
梁
、
五
朝
之
法
而
已
」（『
民
報
』「
五
朝
法
律

索
隠
」。
た
だ
、「
五
朝
学
」（
一
九
一
〇
）
に
は
「
粤
晋
之
東
、
下
訖
陳

尽
、
五
朝
三
百
年
、
往
悪
日
湔
、
而
純
美
不
忒
」（『
章
太
炎
全
集
』（
四
）

七
四
頁
、
上
海
人
民
出
版
社
、
一
九
八
五
年
）
と
あ
る
。
魏
と
陳
を
含

む
か
ど
う
か
で
「
五
朝
」
の
範
囲
は
違
う
が
、
異
族
の
侵
入
し
た
北
朝

の
法
で
は
な
く
、
南
朝
の
法
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
と
分
か
る
。
北

朝
の
法
に
つ
い
て
は
、「
五
朝
法
律
索
隠
」
末
尾
に
、「
鮮
卑
僭
盗
、
始

有
十
悪
之
刑
」「
自
漢
之
亡
、
其
風
〔
前
文
に
あ
る
「
平
易
之
至
」
を
指

す
〕
漸
息
。
昌
之
者
、
則
鮮
卑
也
」
と
あ
り
、
否
定
的
で
あ
る
。
字
句

の
修
改
に
つ
い
て
言
う
と
、
例
え
ば
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
所
収
『
太

炎
文
録
』
本
で
あ
る
と
、「
深
刻
」
句
が
「
刻
深
」、「
少
過
」
句
が
「
無

害
」
と
な
っ
て
い
る
（
七
九
頁
）。

（
８
）「
五
朝
法
律
索
隠
」（
以
下
引
用
は
『
民
報
』
原
載
本
に
よ
る
）。 

（
９
）
塩
田
環
「
清
国
法
典
編
纂
事
情
」（『
法
学
志
林
』
一
〇
巻
九
号
、
明

治
四
一
年
）
に
よ
る
と
、
光
緒
三
十
三
（
一
九
〇
七
）
年
十
月
二
十
七

日
に
、
光
緒
三
十
（
一
九
〇
四
）
年
四
月
一
日
開
設
の
修
訂
法
律
館
は
、

刑
律
草
案
を
作
る
と
い
う
所
期
の
目
的
を
果
た
し
た
の
で
閉
鎖
さ
れ
、

同
年
十
月
に
改
組
さ
れ
て
、
民
法
・
商
法
・
民
事
訴
訟
法
・
刑
事
訴
訟

法
な
ど
を
起
草
し
よ
う
と
し
た
。
律
例
館
に
二
つ
あ
る
こ
と
に
な
る
が
、

論
文
の
文
脈
は
「
汲
汲
刑
法
欲
改
」
と
続
く
の
で
、
旧
い
修
訂
法
律
館

で
あ
ろ
う
。

（
10
）『
清
史
稿
』
刑
法
志
一
。
法
律
の
近
代
化
は
、
中
英
続
議
通
商
行
船
条

約
（
一
九
〇
二
年
九
月
五
日
）、
中
美
続
議
通
商
行
船
条
約
（
一
九
〇
三

年
一
〇
月
八
日
）、
駐
日
続
議
通
商
行
船
条
約
（
一
九
〇
三
年
一
〇
月
八

日
）
な
ど
当
時
改
訂
さ
れ
た
通
用
条
約
に
お
い
て
領
事
裁
判
権
放
棄
の

条
件
と
な
っ
て
い
た
（
島
田
正
郎
前
掲
書
一
三
頁
）。

（
11
）「
五
朝
法
律
索
隠
」。

（
12
）「
宣
言
九
」（『
民
国
報
』
二
号
、
一
九
一
一
年
一
二
月
一
日
）「
諸
妄

主
新
律
者
、
皆
削
趾
適
屨
之
見
、
虎
皮
蒙
馬
之
形
、
未
知
法
律
本
依
習

慣
而
生
、非
可
比
傅
他
方
成
典
。
故
従
前
主
張
新
律
者
、未
有
一
人
可
用
」

（
湯
志
鈞
編
『
章
太
炎
政
論
選
集
』
下
冊
五
二
九
頁
、
中
華
書
局
、
一
九

七
七
年
）。

（
13
）
法
と
人
情
の
関
係
に
つ
い
て
、
古
く
は
宋
、
洪
邁
『
容
齋
随
筆
』
が
、

「
法
曹
劉
昭
遠
曰
、
法
者
礼
之
防
也
。
其
用
之
以
当
人
情
為
得
。
刻
者
為

之
、
則
拘
而
少
恩
」（「
考
課
之
法
廃
」）
と
述
べ
て
い
る
。
ま
た
仁
井
田

陞
『
中
国
法
制
史
』
は
、
中
国
法
は
「
郷
俗
に
お
け
る
具
体
的
な
規
範
」

（ 162 ）



が
強
い
の
で
、
法
の
統
一
性
や
安
定
性
に
乏
し
い
と
指
摘
す
る
（
四
九

～
五
一
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
六
三
年
）。
西
田
太
一
郎
「
儒
家
の
刑
罰

思
想
」
は
、
中
国
の
法
と
裁
判
が
慣
習
法
や
判
決
例
、
人
情
な
ど
に
準

拠
し
て
い
た
こ
と
を
例
証
し
て
い
る
（『
中
国
刑
法
史
研
究
』
七
五
～
七

九
頁
、
岩
波
書
店
、
昭
和
四
九
年
）。

（
14
）
島
田
正
郎
前
掲
書
に
よ
る
と
、
修
訂
法
律
館
は
各
省
府
州
県
の
民
事

商
事
の
慣
習
調
査
を
実
施
し
、
そ
の
慣
習
調
査
事
業
は
辛
亥
後
も
引
き

継
が
れ
て
、『
民
商
事
習
慣
調
査
報
告
書
』（
一
九
三
〇
）
に
な
っ
た
（
二

三
～
二
四
頁
）。
ま
た
滋
賀
秀
三
「
民
商
事
習
慣
調
査
報
告
録
」、
滋
賀

秀
三
編
『
中
国
法
制
史
︱
基
本
資
料
の
研
究
』
八
一
八
～
八
二
三
頁
参

照
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
）。

（
15
）「
五
朝
法
律
索
隠
」。

（
16
）
前
掲
拙
稿
「
章
炳
麟
『
虜
憲
廃
疾
』
と
『
欽
定
憲
法
大
綱
』」。

（
17
）
小
林
武
・
佐
藤
豊
『
清
末
功
利
思
想
と
日
本
』（
研
文
出
版
、
二
〇
一

一
年
）
第
五
章
「
章
炳
麟
の
反
功
利
主
義
思
想
と
明
治
思
想
」（
小
林
）、

第
六
章
「
章
炳
麟
の
反
功
利
主
義
思
想
と
明
治
の
厭
世
観
」（
小
林
）。

（
18
）「
五
朝
法
律
索
隠
」。
文
中
の
「
士
人
之
酔
於
西
方
法
令
者
」
は
、
楊

度
ら
を
指
す
と
考
え
ら
れ
る（
前
掲
拙
稿「
章
炳
麟『
虜
憲
廃
疾
』と『
欽

定
憲
法
大
綱
』」）。

第
二
節

（
１
）「
五
朝
法
律
索
隠
」。

（
２
）
清
、
王
先
謙
『
荀
子
集
解
』
正
名
篇
。

（
３
）
例
え
ば
張
裴
は
「
故
」
を
「
其
知
而
犯
之
、
謂
之
故
」、「
意
以
為
然
、

謂
之
失
」「
両
訟
相
趣
、
謂
之
闘
」「
不
意
誤
犯
、
謂
之
過
失
」「
二
人
対

議
、謂
之
謀
」
の
よ
う
に
二
十
の
概
念
を
定
義
し
た
（『
晋
書
』
刑
法
志
）。

（
４
）
韓
玉
林
「
魏
晋
律
管
窺
」、
中
国
法
律
史
学
会
主
編
『
法
律
史
論
叢
』

第
三
輯
、
法
律
出
版
社
、
一
九
八
三
年
。

（
５
）「
太
炎
先
生
自
述
学
術
次
第
」、「
余
以
法
律
之
要
、
莫
如
刑
名
」、『
制

言
』
第
二
五
期
原
載
、
一
九
三
六
年
。

（
６
）「
説
刑
名
」、『
太
炎
文
録
』
初
編
巻
一
。
湯
志
鈞
『
章
太
炎
年
譜
長
編
』

は
、
本
篇
が
『
太
炎
集
』
の
「
戊
申
文
」
の
中
に
配
置
さ
れ
る
の
で
、

一
九
〇
八
年
の
作
と
す
る（
上
冊
二
九
八
頁
、中
華
書
局
、一
九
七
九
年
）。

太
炎
は
「
説
刑
名
」
に
お
い
て
、
古
文
は
意
味
が
互
い
に
近
い
と
、
同

じ
類
に
従
っ
て
展
開
さ
せ
る
の
で
、
改
め
て
文
字
を
制
定
す
る
に
は
及

ば
な
い
。
刑
名
に
の
み
、語
彙
に
「
文
」（
文
飾
）
の
場
合
と
「
質
」（
実

質
）
を
指
す
場
合
と
が
あ
る
、
と
考
え
た
。
例
え
ば
「
刑
、
剄
也
」（『
説

文
』
四
下
）
で
あ
る
と
、
声
に
よ
っ
て
「
徴
」
字
を
制
定
し
、
そ
れ
を

法
吏
に
使
用
さ
せ
た
。「
鎦
、
殺
也
」（『
説
文
』
一
四
下
）
で
あ
る
と
、

声
に
よ
っ
て
「
戮
」
字
を
制
定
し
て
、
そ
れ
を
法
吏
に
使
用
さ
せ
た
、

と
い
っ
た
具
合
で
あ
る
。

（
７
）「
五
朝
法
律
索
隠
」。

（
８
）『
晋
書
』
刑
法
志
「〔
董
仲
舒
・
張
湯
〕
於
是
作
春
秋
折
獄
二
百
三
十

二
事
、
動
以
経
対
、
言
之
詳
矣
」。
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（
９
）
日
原
利
国
『
春
秋
公
羊
伝
の
研
究
』（
創
文
社
、
昭
和
五
一
年
）
は
、

春
秋
が
動
機
主
義
の
立
場
に
立
ち
（
一
〇
〇
頁
）、
行
為
の
意
志
を
重
視

し
て
価
値
付
け
る
が（
一
一
八
頁
）、春
秋
の
論
断
と
し
て
の
究
極
は
、「
将

に
然
ら
ん
」
と
す
る
前
に
予
め
悪
し
き
意
志
に
対
し
て
筆
誅
を
く
わ
え

る
と
こ
ろ
に
あ
る
（
一
三
八
頁
）、と
指
摘
す
る
。
春
秋
の
主
観
主
義
は
、

周
知
の
よ
う
に
「
原
心
定
罪
」（『
漢
書
』
薛
宣
伝
）
の
言
葉
で
表
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
「
原
心
定
罪
」
と
法
に
つ
い
て
は
、
西
田
太
一
郎
前
掲

書
八
八
～
八
九
、
一
五
四
頁
参
照
。

（
10
）「
五
朝
法
律
索
隠
」。

（
11
）『
隋
書
』
刑
法
志
「〔
北
斉
律
〕
又
列
重
罪
十
條
。
一
曰
反
逆
、
二
曰

大
逆
、
三
曰
叛
、
四
曰
降
、
五
曰
悪
逆
、
六
曰
不
道
、
七
曰
不
敬
、
八

曰
不
孝
、九
曰
不
義
、十
曰
内
乱
。
其
犯
此
十
者
、不
在
八
議
論
贖
之
限
。

是
後
法
令
明
審
、
科
條
簡
要
、
又
勅
仕
門
之
子
弟
、
常
講
習
之
。
斉
人

多
暁
法
律
、
蓋
由
此
也
」。
同
上
「〔
隋
開
皇
新
律
〕
又
置
十
悪
之
條
、

多
採
後
斉
之
制
、而
頗
有
損
益
。
一
曰
謀
反
、二
曰
謀
大
逆
、三
曰
謀
叛
、

四
曰
悪
逆
、
五
曰
不
道
、
六
曰
大
不
敬
、
七
曰
不
孝
、
八
曰
不
睦
、
九

曰
不
義
、
十
曰
内
乱
」。
北
斉
律
の
「
重
罪
十
條
」
で
「
降
」
は
第
四
条

に
あ
っ
た
が
、
開
皇
律
で
は
そ
れ
が
消
え
て
、
代
わ
り
に
第
八
條
に
「
不

睦
」
が
加
わ
っ
て
い
る
。
唐
律
は
、
條
目
も
順
序
も
開
皇
律
と
同
じ
で

あ
る
。
沈
家
本
『
明
律
目
箋
一
』「
十
悪
」
の
項
の
按
語
、『
歴
代
刑
法
考
』

（
四
）
所
収
一
七
八
四
～
一
七
八
七
頁
、
中
華
書
局
、
一
九
八
五
年
。

（
12
）「
五
朝
法
律
索
隠
」。
沈
家
本
も
「
十
悪
」
の
内
容
が
歴
史
的
に
変
遷

し
て
い
て
、
名
実
は
必
ず
し
も
同
じ
で
は
な
い
、
と
指
摘
す
る
（『
明
律

目
箋
一
』、
前
掲
『
歴
代
刑
法
考
』（
四
）
一
七
八
七
頁
）。

（
13
）
瞿
同
祖
前
掲
書
第
四
章
第
二
節
「
法
律
特
権
」
二
〇
七
～
二
二
〇
頁
。

滋
賀
秀
三
訳
注
『
唐
律
疏
議　

譯
註
篇
一
』
六
八
～
八
二
頁
、
律
令
研

究
会
編
『
譯
註　

日
本
律
令　

五
』、
東
京
堂
出
版
、
昭
和
五
四
年
。

（
14
）
前
掲
滋
賀
秀
三
譯
註
『
唐
律
疏
議　

譯
註
篇
一
』
七
九
～
八
〇
頁
。

（
15
）『
周
礼
』
秋
官
小
司
寇
に
「
以
八
辟
麗
邦
灋
、
附
刑
罰
。
一
曰
議
親
之

辟
、
二
曰
議
故
之
辟
、
三
曰
議
賢
之
辟
、
四
曰
議
能
之
辟
、
五
曰
議
功

之
辟
、
六
曰
議
貴
之
辟
、
七
曰
議
勤
之
辟
、
八
曰
議
賓
之
辟
」
と
あ
る
。

「
一
曰
議
親
之
辟
」
に
対
し
て
、
鄭
司
農
は
「
若
今
時
宗
室
有
罪
先
請
是

也
」
と
注
し
た
。「
先
請
」
は
、
漢
代
で
は
宗
室
や
六
百
石
以
上
の
官
員

が
罪
を
犯
し
た
と
き
、
通
常
の
司
法
手
続
き
を
行
わ
ず
、
皇
帝
に
実
情

を
報
告
し
て
判
断
を
請
う
恩
典
の
こ
と
で
あ
る
。沈
家
本
は
按
語
で
、『
金

史
』
刑
志
や
『
東
華
録
』
に
見
え
る
「
八
議
」
と
い
う
法
的
恩
典
に
つ

い
て
、「
貴
戚
」
が
こ
れ
を
恃
ん
で
「
民
を
虐
げ
る
」
懼
れ
が
あ
る
と
い

う
逆
説
的
事
実
に
触
れ
て
、「
金
世
始
有
議
之
者
。
伏
読
世
宗
聖
訓
、
言

之
尤
為
詳
明
、実
在
可
刪
之
列
。
存
之
律
中
、徒
滋
疑
惑
而
己
」
と
言
い
、

法
的
恩
典
に
疑
問
を
投
げ
か
け
る
（『
明
律
目
箋
一
』「
八
議
」
の
項
、

前
掲
『
歴
代
刑
法
考
』（
四
）
一
七
九
〇
～
一
七
九
一
頁
）。

（
16
）
程
樹
徳
前
掲
『
九
朝
律
考
』「
漢
律
考
」（
四
）
一
一
八
～
一
一
九
頁
、

台
湾
商
務
印
書
館
、
民
国
五
四
年
。

（
17
）
沈
家
本
前
掲
『
明
律
目
箋
一
』「
八
議
」。
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（
18
）
瞿
同
祖
前
掲
書
二
〇
九
～
二
一
〇
頁
。

（
19
）「
五
朝
法
律
索
隠
」。

第
三
節

（
１
）『
漢
律
類
纂
』、
文
明
書
局
、
一
九
〇
七
年
。
張
鵬
一
は
、
字　

扶
萬
、

陝
西
省
富
平
県
の
出
身
で
、奉
天
省
度
支
司
の
役
人
で
あ
っ
た
。他
に『
両

漢
律
学
考
』
が
あ
る
。

（
２
）「
五
朝
法
律
索
隠
」。「
又
以
私
意
増
剟
文
字
、
愈
亡
頼
」
句
は
『
太
炎

文
録
』
本
で
増
補
さ
れ
た
部
分
（
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
四
）
七
八
頁
）。

（
３
）「
五
朝
法
律
索
隠
」。

（
４
）修
訂
法
律
館
は
一
九
〇
四
年
に
開
設
さ
れ
る
と
、各
国
条
規
を
翻
訳
し
、

『
大
清
修
例
』
の
刪
除
作
業
を
始
め
た
（
沈
家
本
「
刪
除
律
例
館
内
重
法

折
」、光
緒
三
十
一
年
三
月
十
四
日
、『
寄
簃
文
存
』
巻
一
）。
李
貴
連
「
近

代
中
国
法
の
変
革
と
日
本
の
影
響
」
に
よ
る
と
、
一
九
〇
五
年
段
階
で
、

フ
ラ
ン
ス
、
ド
イ
ツ
、
ロ
シ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
日
本
な
ど
の
刑
法
、
日

本
改
正
刑
法
、
日
本
海
軍
刑
法
、
日
本
陸
軍
刑
法
、
日
本
監
獄
法
、
日

本
裁
判
所
構
成
法
、
日
本
刑
事
訴
訟
法
な
ど
三
三
種
が
翻
訳
（
未
訳
了

も
含
む
）
さ
れ
た
。
日
本
の
法
学
関
係
書
籍
は
、
そ
の
う
ち
一
五
種
で
、

ほ
ぼ
半
分
を
占
め
る
。
一
九
〇
九
年
段
階
で
は
、
合
計
一
〇
三
種
、
日

本
書
籍
は
三
八
種
を
占
め
た
。
日
本
の
法
学
者
や
法
学
関
係
書
の
影
響

の
大
き
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
（
日
中
文
化
交
流
史
叢
書
（
二
）『
法
律

制
度
』
所
収
、
大
修
館
書
店
、
一
九
九
七
年
参
照
）。

（
５
）
招
聘
さ
れ
た
日
本
の
専
門
家
は
、
岡
田
朝
太
郎
（
刑
法
）、
松
岡
義
正

（
民
法
・
訴
訟
法
）、
志
田
鉀
太
郎
（
商
法
）、
小
河
滋
次
郎
（
監
獄
法
）、

斉
藤
十
一
郎
（
裁
判
制
度
）
ら
で
あ
っ
た
。
岡
田
朝
太
郎
前
掲
論
文
。

（
６
）
瀧
川
政
次
郎
「
近
世
の
漢
律
研
究
に
つ
い
て
」、『
史
学
雑
誌
』
五
二

︱
四
、
一
九
四
二
年
。

（
７
）
薛
允
升
（『
清
史
列
伝
』
巻
六
十
一
）
に
は
、他
に
『
唐
明
律
合
編
』『
読

例
存
疑
』『
服
制
備
考
』
な
ど
の
著
作
が
あ
る
。
薛
允
升
は
、字　

雲
階
、

陝
西
省
長
安
の
人
で
、
光
緒
十
九
年
刑
部
尚
書
に
な
っ
て
い
る
。
沈
家

本
は
彼
の
た
め
に
「
薛
大
司
寇
遺
稿
序
」
を
書
い
た
（『
寄
簃
文
存
』
巻

六
、
前
掲
『
歴
代
刑
法
考
』（
四
）
所
収
）。

（
８
）
沈
家
本
「
漢
律
摭
遺
序
」（
前
掲
『
寄
簃
文
存
』
巻
六
所
収
）。

（
９
）
瀧
川
政
次
郎
前
掲
論
文
。

（
10
）
張
国
華
・
李
貴
連
編
『
沈
家
本
年
譜
初
編
』、
北
京
大
学
出
版
社
、
一

九
八
九
年
。
ま
た
李
貴
連
編
著
『
沈
家
本
年
譜
長
編
』、
山
東
人
民
出
版

社
、
二
〇
一
〇
年
。
太
炎
は
辛
亥
直
後
、
法
律
家
と
し
て
の
沈
家
本
を

高
く
評
価
し
て
い
る
（
章
太
炎
「
宣
言
九
」、
湯
志
鈞
編
前
掲
書
）。
し

か
し
、
同
じ
法
制
改
革
の
任
に
あ
た
っ
た
伍
廷
芳
（
一
八
四
二
～
一
九

二
二
）
は
貶
し
た
（
太
炎
「
清
美
同
盟
之
利
病
」、湯
志
鈞
編
前
掲
書
（
上
）

四
七
四
～
四
七
五
頁
）。
太
炎
は
、
伍
廷
芳
が
法
の
慣
習
に
根
ざ
す
こ
と

を
軽
視
し
て
、「
他
国
の
成
文
法
に
無
理
に
比
べ
て
こ
じ
つ
け
」
て
い
る

と
見
た
か
ら
で
あ
る
。

（
11
）
六
朝
法
制
史
研
究
に
つ
い
て
は
、
七
野
敏
光
「
九
朝
律
考
お
よ
び
漢
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唐
間
正
史
刑
法
志
」、滋
賀
秀
三
編
『
中
国
法
制
史
︱
基
本
資
料
の
研
究
』

所
収
、
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
三
年
参
照
。

（
12
）
程
樹
徳
前
掲
『
九
朝
律
考
』「
晋
律
考
」
上
、
二
八
七
頁
。

（
13
）
章
炳
麟
「
漢
律
考
」、
前
掲
『
章
太
炎
全
集
』（
三
）
四
三
七
～
四
三

八
頁
。

（
14
）
瀧
川
政
次
郎
「
唐
代
法
制
概
説
」、『
支
那
法
制
史
研
究
』
所
収
、
有

斐
閣
、
昭
和
一
五
年
。

（
15
）
沈
家
本
「
漢
律
摭
遺
序
」、前
掲
『
歴
代
刑
法
考
』（
四
）
二
二
三
〇
頁
。

（
16
）
沈
家
本
「
法
学
盛
衰
説
」、『
寄
簃
文
存
』
巻
三
。

（
17
）
梁
啓
超
『
論
中
国
成
文
法
編
制
之
沿
革
得
失
』（『
新
民
叢
報
』
八
〇

～
八
二
号
、『
飲
冰
室
文
集
』
十
六
所
収
、
一
九
〇
六
年
）「
第
五
章　

魏
晋
間
之
成
文
法
」。
梁
啓
超
は
、
本
書
に
先
だ
っ
て
『
中
国
法
理
学
発

達
史
論
』
を
『
新
民
叢
報
』
七
七
、七
八
号
（
一
九
〇
六
年
）
に
掲
載
し
、

法
制
の
基
礎
に
あ
る
礼
と
法
を
め
ぐ
る
意
識
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

（
18
）
梁
啓
超
前
掲
書
「
第
一
章　

緒
論
」。

（
19
）
梁
啓
超
前
掲
書
「
第
九
章　

成
文
法
之
淵
源
」。

（
20
）
梁
啓
超
は
、
日
本
人
の
著
書
と
し
て
、
織
田
萬
『
清
国
行
政
法
』、
浅

井
虎
夫
『
支
那
法
制
史
』、
広
池
千
九
郎
『
東
洋
法
制
史
序
論
』、
田
能

村
梅
士
『
世
界
最
古
の
刑
法
』、
穂
積
陳
重
『
法
典
論
』、
奥
田
義
人
『
法

学
通
論
』、
梅
謙
次
郎
『
民
法
原
理
』
な
ど
を
挙
げ
た
（「
自
叙
」）。

（
21
）
浅
井
虎
夫
『
支
那
法
制
史
』
博
文
館
（
帝
国
百
科
全
書　

第
百
四
編
）、

七
四
～
八
〇
頁
、
明
治
三
七
年
。
帝
国
百
科
全
書
は
、「
日
本
帝
国
の
サ

イ
ク
ロ
ペ
ヂ
ア
」
と
銘
打
っ
た
シ
リ
ー
ズ
で
あ
る
が
、
そ
の
中
に
姉
崎

正
治
『
宗
教
哲
学
』、
武
島
又
次
郎
『
修
辞
学
』、
白
河
次
郎
・
国
府
種

徳
『
支
那
文
明
史
』
な
ど
、
太
炎
が
『
訄
書
』
で
引
用
し
た
著
作
が
含

ま
れ
て
い
る
（
拙
論
「
章
炳
麟
『
訄
書
』
と
明
治
思
潮
」、『
日
本
中
国

学
会
報
』
五
五
、
二
〇
〇
三
年
）。
こ
の
シ
リ
ー
ズ
が
当
時
中
国
人
留
学

生
や
知
識
人
に
よ
く
読
ま
れ
て
い
た
こ
と
を
窺
わ
せ
る
。

（
22
）
仁
井
田
前
掲
書
五
頁
。

（
23
）
瀧
川
政
次
郎
前
掲
論
文
。
浅
井
『
支
那
法
制
史
』
は
、光
緒
三
十
二
（
一

九
〇
六
）
年
、
留
日
学
生
の
邵
修
文
と
王
用
賓
の
二
人
に
よ
っ
て
、『
中

国
歴
代
法
制
史
』
の
題
で
東
京
神
田
の
古
今
図
書
局
か
ら
漢
訳
出
版
さ

れ
た
（
瀧
川
前
掲
論
文
）。

（
24
）
浅
井
虎
夫
『
支
那
ニ
於
ケ
ル
法
典
編
纂
ノ
沿
革
』、
法
律
学
経
済
学
研

究
叢
書
第
七
冊
、
京
都
法
学
会
、
一
九
一
一
年
。

（
25
）
民
国
八
年
、陳
重
民
に
よ
っ
て
『
中
国
法
典
編
纂
沿
革
史
』（
上
下
編
、

北
京
内
務
府
編
訳
処
刊
）
の
名
称
で
漢
訳
さ
れ
た
が
（『
中
国
訳
日
本
書

綜
合
目
録
』
香
港
中
文
大
学
出
版
社
、
一
九
八
〇
年
）、
瀧
川
前
掲
論
文

に
よ
る
と
、
早
く
も
民
国
四
年
に
陳
氏
に
よ
っ
て
漢
訳
さ
れ
て
い
る
。

（
26
）
浅
井
前
掲
『
支
那
ニ
於
ケ
ル
法
典
編
纂
ノ
沿
革
』
第
一
四
章
「
支
那

法
典
ノ
特
色
」
三
八
〇
～
三
九
五
頁
。

（
27
）
韓
玉
林
前
掲
論
文
。
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